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 午前１０時００分 開  議 

 

○海老名 悟議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員24名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第２号により進めます。 

 

 

 

日程第１ 一般質問 

 

○海老名 悟議長 日程第１、一般質問を行います。 

  順次発言を許可いたします。 

  一つ、本市のまちづくりについて外１点、16番

山村明議員。 

  〔１６番山村 明議員登壇〕（拍手） 

○１６番（山村 明議員） おはようございます。 

  また久しぶりにトップバッターをやらさせてい

ただくわけでありますが、皆様は山村明君の一般

質問より東京都議会のほうが気になるという状

況だと思います。先ほどのラジオのニュースで、

都知事はきょうの午前中に辞表を書く意向のよ

うだというニュースが入ったところであります。 

  早速質問に入ります。 

  １つ、本市のまちづくりについて。 

  昭和30年代から昭和40年代になりますと、より

一段と好景気となり、地価は上昇し、建設資材を

初めとして物価が上がり、用地の先行取得をする

ために開発公社の機能が大きく発揮されました。 

  また、所得額の増加に伴って、自動車を保有す

る事業所、家庭が急激にふえて、車社会のはしり

となっていきました。 

  そうしますと、人が多く集まるところでは駐車

場が必要となってきたわけで、米沢市の官庁街の

市役所などが駐車場が非常に狭隘で、自転車の駐

輪対応ぐらいしかなかった状態だったので、官庁

街の多くが平和通り周辺から今の金池地区へ移

転しました。警察は別なところへ移ったわけであ

りますけれども、移転と同時に新しく市営体育館

や置賜総合文化センターも隣接してつくられ、郵

便局、米沢合同庁舎、県の置賜保健所、消防署な

どなどが張りつき、官庁街の大移転、大造成とな

ったわけであります。米沢市にとってのまちづく

り大改革であったわけで、吉池慶太郎市長時代の

超大事業でした。 

  昭和50年代後半からは、県立高校の移転・新築

が、米沢興譲館高校が南原へ、米沢工業高校は上

郷へと移りました。 

  また、都市計画道路六部舘山線5,700メートルが

平成11年につながると、大型の商業施設が次々に

開店し、米沢市の大型商店街が国道121号線沿い

の北部地区に形成され、にぎわっております。 

  会社や商業施設は、車社会の進展によって駐車

場用地を含めた広い面積が要るようになりまし

た。高度成長期で、土地も建設費用も右肩上がり

に高騰していきました。 

  当時は、人口もややふえておりましたが、核家

族化が進み、家族の人数は減ったが世帯数が大き

くふえました。国勢調査によりますと、昭和35年

は人口９万6,991人、世帯数１万9,856戸が、平成

22年は人口８万9,401人、世帯数３万3,013戸と、

世帯数が大幅に伸びました。最近の数字で、平成

28年、ことしの５月末では、人口が８万3,201人、

世帯数が３万2,618戸となっております。このた

めに、市街地の外側の田畑が住宅用地として開発

され、本市の市街地は外側、郊外に大きく膨張し

てきたわけでありますが、ここに来て人口は減少

し、土地の値段、地価も沈静化し、空き地や駐車

場が多くなり始めました。 

  そして、現在は道の駅の用地が決定し、造成工

事中でありますが、市立病院の建てかえはどこに

するのか。民間病院にお願いする神経・精神科病

院は、どこに立地するのか。また、一時中断して

おります中学校の統廃合建設の用地をどこにす

るのか。非常にまちづくりにとって大きな決断を

しなければならないときに至っているのではな
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いかと思っております。 

  １、本市の公共的な施設の配置について、市当

局はどのように考えているのかお伺いします。 

  ２、前市長はコンパクトシティーとよく言って

いましたが、中川市長はコンパクトシティーにつ

いてどう考えておられるのかお伺いします。 

  ３、これからの米沢のまちづくりをどのように

していく構想なのか、お伺いします。 

  ２つ、本市のマラソン大会と山形県縦断駅伝競

走大会について。 

  本市のマラソン大会については、３月議会の一

般質問で小島議員からもありましたが、さらにお

聞きしたいと思います。 

  昨年は初めての市街地コースで、ランナーに対

して競技役員、ボランティアスタッフ、応援の市

民の方々が声援を通して交流できて、大変よかっ

たのではないかと思っておりましたが、ことしと

来年は開通前の東北中央自動車道、高速道路をマ

ラソンコースにして行うとのことですが、参加ラ

ンナーの市街地コースの要望をどのように捉え

ているのか伺います。 

  ２、平成30年度以降の大会をどのように考えて

いるのか。 

  ３、第61回山形県縦断駅伝競走大会の米沢チー

ムの成績をどのように捉えているのか。 

  以上、１回目の質問を終わります。 

○海老名 悟議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 おはようございます。 

  山村議員の質問に対し、答弁をいたします。 

  御質問の中にございましたとおり、市の庁舎に

つきましては市中心部から昭和45年にこの金池

の地に移転しており、土地の価格の上昇、またマ

イカー社会の進展により、民間も含め多くの施設

が市の中心部から郊外へと整備されました。現在

の米沢のまちに至っていると考えております。 

  こういった郊外型のまちが広がっていったこと

は、本市だけの問題でなく全国的な地方都市にお

ける状況であり、現在地方が抱えている大きな問

題となっております。でありますから、御質問に

ありましたように、今後大きな公共事業もあるわ

けでありますけれども、それは市街地と周辺部の

バランスのとれた土地利用というものを考えて

いかなければならないと考えております。 

  また、本市を含む多くの地方都市では、大型店

舗など郊外への進出により、市街地における空洞

化が進み、さらにまた郊外部へまちが拡大してき

たことにより、行政サービスの範囲が広まり、自

治体における財政負担が肥大してきた一因とな

っております。国全体の人口が減少し、これまで

のように大きく経済が成長することが期待でき

ない状況において、本市におきましてもかつての

ような人口増加と経済成長を前提としたまちづ

くりは現実的ではなく、持続可能なまちづくりの

観点から、市街地に必要な都市機能を集積すると

ともに、周辺地域と相互連携を促進するコンパク

トなまちづくりを今後進めていく必要があると

考えております。 

  続きまして、これからのまちづくりについては、

新年度からスタートしましたまちづくり総合計

画に基づき、さまざまな施策に取り組んでまいり

ますが、総合計画においては前期５年間における

重点事業にコンパクトなまちづくり推進を掲げ

ております。さらに、国が進める地方創生の趣旨

に沿って策定した総合戦略においても基本目標

に掲げていることから、まずまちの顔となる中心

部を核としたコンパクトなまちづくりを進めて

まいります。 

  この７月には、新文化施設「ナセＢＡ」が開館

いたします。開館に当たっては、図書館と市民ギ

ャラリーからなるこの新たな施設が教育と文化

のシンボルとなり、また中心市街地ににぎわいを

もたらす存在となり得るよう、市民・関係機関と

連携を図りながら、市民に愛される、多くの人が

集まり、交流が進むように、さまざまな事業を展

開してまいります。そして、この「ナセＢＡ」の



- 17 - 

開館を契機に、中心市街地の魅力を高め、その先

には中心市街地に都市機能を集積し、さまざまな

世代の市民にとって暮らしやすい、密度の濃い生

活圏を実現するとともに、周辺部と中心部の交通

利便性の向上を図ることで、中心市街地の活性化

を図ってまいります。 

  さらには、その波及効果が市全体に拡大し、本

市の持続可能なまちづくりを推進し、真の「米沢

創生」の実現を実践してまいりたいと考えており

ます。 

  私からは以上であります。 

○海老名 悟議長 加藤市立病院事務局長。 

  〔加藤智幸市立病院事務局長登壇〕 

○加藤智幸市立病院事務局長 私からは、議員が佐

藤病院の件に触れられておられますので、これま

での経緯と考え方についてお答えしたいと思い

ます。 

  病院は、都市機能の一つの施設でありますので、

可能であれば市街地に建設するのが望ましいと

考えます。しかしながら、このたびの米沢市立病

院の精神科休診に伴う公徳会佐藤病院との精神

科病床の再編・統合につきましては、当初公徳会

から立地については２万平米程度の面積が必要

であり、南陽市の佐藤病院や米沢駅前クリニック

からの往来に時間を要しない土地であること、来

年度当初から開院できることの希望がございま

した。加えて、市としまして市内の精神科病床の

空白期間を一刻も早く解消しなければならない

ことから、諸手続を含め早期に着工できることの

事情を考慮しまして、これらの条件に見合った土

地は八幡原中核工業団地内の万世小学校の隣接

地の市有地しか候補地がなく、当該市有地を公徳

会に御提案し、御了承をいただいたものでありま

す。 

  その後、５月23日の万世地区の説明会において、

進入道路の交通安全確保の要望が出され、公徳会

で改めて検討したところ、立地について面積を狭

くしても交通の安全の確保を図るべきとの判断

から、同工業団地内の万世コミュニティセンター

西側の土地に変更したいとの申し出がありまし

た。 

  市といたしましては、再編・統合への協力を要

請し、これに対して受け入れを決めていただいた

公徳会の意向を尊重しながら、可能な限り支援し

ていくことを基本姿勢としてまいります。最終的

な建設場所については、まだ調整を要しますので、

お時間をいただきたいと考えておりますので、御

理解をいただきたいと思います。 

○海老名 悟議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 私から、市街地コースの要望

をどのように捉えているかについてお答えいた

します。 

  市街地コースを利用したマラソンについては、

平成22年９月の一般質問を初めとして、議会で再

三御要望をいただき、ようやく昨年、市街地マラ

ソンとして米澤上杉城下町マラソンの開催に至

りました。これまでの御支援や御協力に深く感謝

しますとともに、議会や市民から市街地コースを

望む声があることにつきましても、十分に認識し

ているところであります。また、知恵や工夫を凝

らし、予算の圧縮や協賛金の拡充などにより、市

街地マラソンを継続すべきとの意見もいただい

ているところでもあります。 

  また、一方で来年開通予定の東北中央自動車道

を活用するマラソンは、またとない機会でありま

すし、東北中央自動車道は地域間の連携や交流の

ネットワークの広がりなど、さまざまな面での効

果が期待されているところであり、市民や県民の

期待や関心をさらに高めるための一助にもなれ

ばと判断し、企画しているところでございます。

ことしと来年につきましては、ぜひ東北中央自動

車道を活用するマラソンに御理解と御協力をお

願いいたします。 

  次に、平成30年度以降の大会をどのように考え

ているのかについてお答えいたします。 
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  ことしと来年につきましては、東北中央自動車

道を活用したマラソンを実施予定でありますが、

平成30年度以降は市街地マラソンの課題や経済

効果、ＰＲ効果、コースの整備や開催時期、財政

健全化などの状況を踏まえ、市街地マラソンの実

施に向けて研究を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

  次に、山形県縦断駅伝競走大会の成績をどのよ

うに捉えているのかについてお答えいたします。 

  山形県縦断駅伝競走大会は、ことし61回を迎え

た歴史ある大会であり、県内の駅伝大会としては

最も権威のある大会と認識しております。ことし

の米沢チームは、総合で最下位となってしまい、

総監督として大変申しわけなく思っているとこ

ろでございます。 

  平成22年度にも最下位という経験をしたところ

ですが、それ以降は順位を上げてきており、昨年

は７位という成績でありました。ことしは６位入

賞を目標に、練習などに取り組んでまいりました

が、結果を出すことができませんでした。 

  なお、内容を見てみますと、初日の結果が10位、

２日目が最下位ではありましたが、３日目では第

23区、大学生区間で２位、第24区、中学生区間で

１位の走りが見られ、３日目の結果は３位と健闘

し、来年につながる走りだったと考えております。 

  今大会の経験や反省を踏まえ、来年はさらに奮

闘できるよう頑張ってまいりたいと考えており

ます。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 山村議員。 

○１６番（山村 明議員） ありがとうございまし

た。 

  まず、県立高校２校が郊外へ行ってしまったと

いうことは、やっぱり今になって、結果論ですけ

れども失敗だったのかなと私は思っております。

やっぱりいろんなイベント、行事、例えば上杉ま

つりへの高校生の出場やら、雪灯篭まつりへの協

力とか、それからお年寄りのお宅に除雪とか雪お

ろしとかのボランティアに行くにしても、やっぱ

り市街地に若者がいることがまちの活性化、活気

につながっているのかなと思っております。 

  ただ、先ほど市長も申されたように、当時の高

度成長で、地価は上がっていく、市街地にまとま

った空き地がなかなか見つけられないというふ

うな当時の状況からすると、外に出ていかなけれ

ばならなかったということもわかるわけであり

ますけれども、やっぱり今になってみますと通学

の大変さ、我々の時代は男子生徒であれば雪が降

ろうが少し遠かろうが放っておいて、勝手に高等

学校ぐらいには通うだろうというイメージを私

は持っておりましたけれども、今は時代が変わっ

てしまって、そういう時代ではないんですね。男

子生徒でも冬は学校が遠ければ親が送っていか

なければならないという、時代が変わってしまっ

たということなわけであります。当時、今のよう

な時代の波が押し寄せてくるだろうということ

はなかなか想像できにくかったということで、県

立高校が外に出てしまったということについて

はもうちょっと深く読んで、何とかしたかったも

のだなと後悔をしているところであります。 

  それから、ただいまの市長答弁の中で、市街地

と周辺部のバランスのとれたまちづくり、周辺部

と連携したコンパクトなまちづくりという答弁

をいただきましたけれども、まちづくりとしては

核となる拠点のもの、例えば米沢の北の地区では

市役所、東では駅、中央部では平和通り、南では

山形大学、西ではすこやかセンター、アクティー

というような核を拠点としたようなまちづくり

をしていくというふうな、そういう考え方なんか

はおありにはならないのでしょうか。 

○海老名 悟議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 山村議員おっしゃるとお

り、実際には現実的にはその拠点というものはそ

の地域、地域でできていると思っております。例

えば東地区、駅であれば当然のことながら米沢市

全体の交通の拠点となっておりますし、この金池
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周辺であれば、現実的には行政機能がこちらのほ

うに集積しているというようなところで、今後そ

の拠点を各エリアごとに、例えばこの地区は何々

を設けるというようなところまでは今のところ

考えは至っていないところでございますが、やは

り現実的にはその地域、地域で特徴がある機能を

持っておりますので、拠点というか、そのような

ものがありますので、その連携を当面は例えば交

通などその特色を生かしたところに、きちんと市

民生活の中で利便性が高いというようなところ

は考えていかなくてはならないというところで、

例えば交通がきちんと、循環バスの中で移動でき

るというようなことで考えているところであり

ます。各地域に拠点を集約するというようなもの

については、今後勉強させていただきたいと思い

ます。 

○海老名 悟議長 山村議員。 

○１６番（山村 明議員） 間もなく東北中央自動

車道が開通になるわけでありますけれども、やっ

ぱり米沢市のこれからのまちの発展といいます

か、開発のされ方というか、そういうところから

見ていきますと、高速道路で桑山のインター、川

井のインター、窪田のインターと、それから国道

13号線、米沢駅、こういった状況から見ますと、

人口はこれから減少になっていくんだろうけれ

ども、米沢市の北と東については何とかもってい

けるんではないかなという気はしますが、やはり

そこで西側と南側というものをもうちょっとど

うにかしていかないと、なかなかまちのにぎわい、

活性化というものが立ち行かなくなるのではな

いかという心配がされるわけでありますけれど

も、その辺、まちづくりの観点からして、西地区、

南地区のまちづくりについては何か当局として

はお考えがおありになりませんでしょうか。 

○海老名 悟議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 インターチェンジが北、

東側のほうにできるというような観点での御質

問だと思うんですが、確かにその周辺にいらっし

ゃる方というのは利便性は高いだろうというと

ころは思っております。まちづくりという点では、

インターを意識してだけではなくて、全体的に今

後考えていかなくてはならないところではあり

ますが、インターにおりた方が町なかにと、西の

ほうにも南のほうにも例えばおいでいただくと

いうところで、ソフト的な面でまずは、例えば道

の駅の機能でそれを市内に誘導していただく、西、

南のほうには観光的な施設がたくさんあります

ので、そしてもう一つについてはハード面だと考

えております。インターまで渋滞がなくてきちん

と行けるという道路の整備、そういうものを進め

ていって、そのハード、ソフト両面から今回の中

央道の開通においては取り組んでいかなくては

ならないというようなことで考えております。 

○海老名 悟議長 山村議員。 

○１６番（山村 明議員） 今、図書館はもうでき

て、７月からオープンということで、それから道

の駅についてももう造成工事が始まっていると

いうことでありますけれども、これからのまちづ

くりの公共施設で核となり得るような、インパク

トのある集客力がある施設はあと何だろうかな

と考えますと、やはりその一つには市立病院が上

がってくるんだろうと思います。市立病院は築51

年と、もう老朽化には耐えられない状態に陥って

いるわけでありますけれども、まだ用地は決定さ

れておらないということでありますけれども、い

ろんな米沢市の中で候補地をこれから挙げてこ

られると思うんですけれども、その中に現在地へ

の建てかえという選択肢は入るのでしょうか。私

としては、市立病院を移転するということになり

ますと、じゃあ現在地の跡地を誰か購入してくだ

さる方があるとか、そのめどが立っているという

のであれば移転してもいいんでしょうけれども、

この財政の厳しいときに新たに土地を購入して

外に出るというのも、財政面から考えると非常に

リスクが高いのではないかと。ということで、現

在地での建てかえというものはその選択肢の中
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に入っているのでしょうか。 

○海老名 悟議長 加藤市立病院事務局長。 

○加藤智幸市立病院事務局長 市立病院の建てかえ

につきましては、これまでさまざま検討してきた

わけですけれども、昨年の精神科の休止という問

題があって、相当状況が変わってきております。

現時点におきましては、現地での建てかえも含め

て検討中ということで御理解いただきたいと思

います。 

○海老名 悟議長 山村議員。 

○１６番（山村 明議員） 私は現在地へ建てかえ

るのは非常に有望な選択肢だろうと思っている

んです。その場合じゃあどうやるんだという話が

ありますけれども、南側に広大な駐車場があるわ

けでありまして、あそこに建てれば建てかえもそ

んなに苦労しないで建てられるのではないのか

なと。そして現在建っているほうの建物を壊した

後に、そっちが今度駐車場になるという形かなと

思います。 

  現在地へ建てかえとなった場合には、病棟が築

32年という非常に微妙な年数になっているわけ

ですけれども、病棟の建てかえはどのように検討

されておられるんでしょうか。 

○海老名 悟議長 加藤市立病院事務局長。 

○加藤智幸市立病院事務局長 病棟につきましては、

さまざまな選択肢を検討しておりますが、まず一

つは今の病棟を使い続けるということ、それから

病棟も建てかえるというそれぞれの方法で、どう

いうメリット・デメリットがあるかについて検討

中ということでございます。 

○海老名 悟議長 山村議員。 

○１６番（山村 明議員） 当然そういう答えにな

ろうかと思いますが、病院が新しい場所に移転す

ると、今の場所から離れるといった場合には、病

棟の存続というのは非常に厳しくなってくるん

でしょうけれども、その辺は今の場所から離れる

という立地の用地が決定した場合にはやっぱり

病棟も建てかえしなければならないということ

になってしまうんでしょうかね。 

○海老名 悟議長 加藤市立病院事務局長。 

○加藤智幸市立病院事務局長 離れるといいますと、

現地の南側駐車場への建設ということかと思い

ますけれども、現地での建てかえにつきましては、

南側駐車場についてもさまざま検討したところ

ではありますけれども、建築制限がありまして、

高層階についてはなかなか厳しいということも

あります。それから、病棟と外来棟が離れるとい

う、それぞれのさまざまなメリット・デメリット

もあるということで、いろいろ検討中ということ

で御理解いただきたいと思います。 

○海老名 悟議長 山村議員。 

○１６番（山村 明議員） 病院がもっと違う場所

に離れるなら、病棟も一緒に建てかえなければな

らないことになるんでしょうね。 

  次に、中川市長はみずから任期を２期８年とさ

れたわけですけれども、今月末で御就任６カ月と

なるわけでありますけれども、新たなまちづくり

のアイデアの構想というものは何か生み出せそ

うな感じというか、着々と構想を練っておられる

と思うんですけれども、何かその辺、２期８年と

いうふうに区切ってしまうと非常にあっという

間に来てしまうと私は思うんです。この短い期間

に、やはり優秀な中川市長ですから、すばらしい

アイデアの何かを私は期待をしておりますけれ

ども、何か新たなまちづくりのアイデアの構想が

あったらひとつその辺のお話をお伺いしたい。 

○海老名 悟議長 中川市長。 

○中川 勝市長 なかなか今こういう現状の中で新

たなアイデアと言われましても、６カ月足らずの

ことで、課題解決に邁進してきたというのがこの

６カ月でなかったかなと思っております。ただ、

いろんなこれから米沢のまちづくりをどう進め

ていくんだという思いというのは、選挙の際に御

提示させていただいた公約をどう進めていくか

ということもあろうかと思います。そして、今ま

で山村議員の質問のこれからのまちづくり、先ほ
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ど答弁もさせていただきましたけれども、コンパ

クトなまちづくりと。どんどんどんどん人口が減

少する中で、周辺部でどうやって整合性のとれた

まちづくりを進めていくかということも大きな

課題になってくると思っております。であります

から、やっぱり市街地は市街地、中心部としまし

て、周辺部の特性を生かしたようなまちづくりを

これから進めていかなければならないと思って

おりますし、また公共事業としてどう進めるかと、

今お話にあったようなことも十分これから検討

しまして、そしてやっぱり民間の機能も生かした

まちづくりも私は進めていかなければならない、

このように考えております。でありますから、総

合的にこれから目指す方向性としては、米沢の持

っている機能的なものをどう連携させながら、米

沢市全体のまちづくりを進めていくかというこ

とに尽きるのではないかなと思っておりますの

で、その方向性については二、三アイデア的なも

のはありますけれども、しかしこれが現実味を帯

びていかないとアイデアはアイデアで終わって

しまいますので、そこら辺はじっくりと議会の皆

様とも御相談しながら進めていきたいと思って

おります。 

○海老名 悟議長 山村議員。 

○１６番（山村 明議員） 財政が景気のよかった

ときのような状態でなくて、非常に人口は減少し

て税収は落ち込んできていて、財政的に非常に厳

しい状況。こういった中で、やっぱり市長職とい

うものを託されてやっていくということは、非常

に財政的には厳しい状況にはあるわけでありま

すけれども、もう人口も８万人台になってしまっ

ては、景気のよかったときのように何もかにもや

っていくという行政はもうできないと思うんで

すね。やっぱりそういう中でめり張りをつけて、

米沢市はこの部分に特化してやっていくんだと

いう、そういう特性を見出して、ひとつ市長には

米沢が活性化するような、そういうアイデアを期

待して、お願いをしておきます。 

  次に、米沢市が精神科をお願いしている病院に

ついてでありますけれども、まだ用地が不確定と

はいうものの、利用者からすると私は病院の立地

が八幡原周辺というのは市街地から非常に遠過

ぎはしないのかなと。やはり米沢はまだどうして

も自転車を利用しておられる方々、お年寄りが結

構おられまして、八幡原という立地からしますと

タクシー料金だと市役所から大体2,000円ぐらい

ではないかと。米沢駅からだと八幡原まで千四、

五百円だろうと思われますけれども、バスで行く

となると万世線で大体300円取られるのかな。た

だ、便数が１日６便なんですね。市役所前からだ

と午前10時、11時、午後３時、３時45分、５時10

分、６時10分、６便しかないと。病院を建てた場

合には何らかのアクセスのバス等の対応はして

いくんだと当局は答えてはおられるわけであり

ますけれども、やっぱりこれから人口減少社会の

中で、コンパクトシティーという中ではもうちょ

っと利便性の高いところにあっていいんじゃな

いのかなと思います。 

  そういった中で、八幡原も空き地はあるんであ

りましょうが、例えばオフィス・アルカディアあ

たりにはまだ空き地がたくさんあります。ただ、

あそこには今回引き受けてくださる病院が当時、

前の市長とオフィス・アルカディアに病院を立地

するという話がありましたけれども、前市長があ

そこは病院の用地ではないということで、結局そ

れをほごにしたという形だったと思うんであり

ますけれども、精神科の病院が当時のオフィス・

アルカディアへの進出というものがあったのか

どうなのかということについては、当局はおわか

りになりませんでしょうかね。 

○海老名 悟議長 通告はなさってはいない。当時

のことについては今現状では……。（「では次に

行きます」の声あり）山村議員。 

○１６番（山村 明議員） 当時の担当の方々も全

部かわられているので、わからないと言われれば

それまでなんでしょうけれども。 
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  やっぱり私としては、簡単な話としますとオフ

ィス・アルカディアの用地あたりだと八幡原より

は１キロメートルぐらいは手前、市街地に近い形

にはなるのかなと思いますけれども、オフィス・

アルカディアに精神科の病院を持ってくるとい

うふうなことは、誘致をするということは可能な

のかどうなのか、その辺はおわかりになりません

か。 

○海老名 悟議長 加藤市立病院事務局長。 

○加藤智幸市立病院事務局長 公徳会佐藤病院の件

につきましては、第１回目の答弁でもお話し申し

上げましたけれども、まずコンパクトシティーと

の関連ということであれば、可能であれば一般論

としては市街地もしくは市街地に近いところと

いうのが好ましいことはおっしゃるとおりなわ

けですけれども、このたびの佐藤病院の新しい病

院につきましては、当初の面積条件が２ヘクター

ル程度ということで、あと来年度の開院時期とい

うことで、当初の場所を市として提示したわけで

すけれども、その後、面積の条件が２ヘクタール

から１ヘクタール程度ということで条件が下が

ったということがありまして、再度の候補地の検

討等、現在調整中ということで、御理解いただき

たいと思っております。 

○海老名 悟議長 山村議員。 

○１６番（山村 明議員） ひとつ利用者の利便性

も含めた形で、十分市民が納得いくような立地決

定になるようにお願いをしておきます。 

  次に進みます。 

  マラソン大会につきましてでありますけれども、

平成30年には市街地コースに戻すと。それについ

て検討をするということでありますけれども、昨

年、平成27年、市役所をスタートして小野川方面

に行って、山大工学部前から松岬神社を通るコー

スというものについて、戻すということなのか、

それともそれも含めて別ルートの検討もあり得

るということなのか、その辺はもし決まっておら

れればお聞きをしておきたいと思います。 

○海老名 悟議長 船山教育管理部長。 

○船山弘行教育管理部長 先ほど教育長が答弁しま

したとおり、平成30年度以降の市街地のマラソン

大会については検討を進めているという段階で

あります。今お尋ねのコースにつきましても、さ

まざまな平成27年度実施の課題、特に交通渋滞の

問題等を踏まえなくてはなりませんので、その参

加ランナーからはかなり好評を得た部分も考慮

しながら、まだ白紙の状態で検討させていただき

たいと思っております。 

○海老名 悟議長 山村議員。 

○１６番（山村 明議員） 平成28年度と29年度、

ことしと来年は高速道路を使ってやるというこ

とでありますけれども、この間工事を継続してや

っているということになるわけでありまして、そ

うしますとことしと来年では東北中央自動車道

の工事の中で使える場所というものは変わって

くる可能性があるのではないかなと思いますが、

その辺についてはどうなのか。 

  それから、平成29年度、来年の大会ではトンネ

ル照明などもつくのではないかなという気がす

るんですけれども、その場合8,900メートルのト

ンネルを使うことも可能になるのか。その辺、も

しおわかりになればお願いします。 

○海老名 悟議長 船山教育管理部長。 

○船山弘行教育管理部長 まず、東北中央自動車道

の工事の状況は、議員が今お述べのとおり今年度

と来年度では大幅に舗装の部分で違うそうであ

ります。今年度につきましては、舗装が全面にな

っておりませんので、これも陸協との協議の中で、

まだ舗装になっていない部分については、要する

に土の状態のものについては使わないほうがい

いのではないかというふうなお話もいただいて

おります。その辺を考慮しながらやっていかなけ

ればなりませんし、平成29年度のマラソン大会の

実施時期までにはほぼ舗装が終わっているので

はないかと思っていますので、コースどりが全然

違ってくるかなと考えております。 
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  それから、トンネルの件でありますが、高速道

路の工事関係者の方からは使うことも可能では

ないかというお話をいただいていると聞いてお

りますが、その辺も29年度の実施については別個

に検討したいと考えております。 

○海老名 悟議長 山村議員。 

○１６番（山村 明議員） 高速道路利用のマラソ

ン大会については、私が高速道路について質問し

たときに、開通前のラン＆ウォークの開放という

のがあるので、それを利用してマラソン大会でも

やってみてはと言った手前、私もちょっと責任の

一端があるのかなと思いながらも、私もランナー

としてはやっぱりギャラリーのいない、観衆のい

ないところでのマラソンは本当に張り合いがな

いというか、やっぱり多くの観衆がいてくれて、

ここで歩こうかなと思ったところで、知らない人

にでも「頑張れ」と言われれば、そこで新たな力

が湧いて走れるというものであります。 

  高速道路のマラソン大会について、こういった

ものは全国的に見た場合前例があるのかないの

か。これは全国初であればすごいヒットだと思う

んですけれども、その辺。 

  あとは、観衆、応援の観客、そういったものを

どのように、高速道路に上がってもらう手だてと

いいますか、その辺について、もし今ここで決ま

っている部分があれば、お聞きしておきたい。 

○海老名 悟議長 船山教育管理部長。 

○船山弘行教育管理部長 最初にお尋ねの高速道路

を使っての例であります。建設中かどうかで事例

が違ってくるかと思いますが、建設工事中にやっ

た例もあるようであります。東名のふじのくに新

東名マラソン、これは静岡でやったやつだそうで

あります。あと、でき上がった高速道路につきま

しては横浜とかアクアラインとかそういう例は

ございます。 

  あと、高速道路で一般の応援が可能かどうかと

いうお尋ねでありますが、これについてはやっぱ

り普通の一般道路と違いますので、近隣住民の方

が道路脇に来るということは残念ながらかない

ません。一般の方を観客として高速道路にお上げ

するというのもなかなか難しいかなと思ってお

ります。今のところ考えておりますのは、なるた

けそういうふうな形になるように、ウォーキング

の種目も取り入れたいと考えております。あと、

エイドステーションといういわゆる救護所的な

ものはもちろんそれなりに設けさせていただく

つもりでありますので、その辺で交流を図れれば

と考えております。 

○海老名 悟議長 山村議員。 

○１６番（山村 明議員） 開通前の高速道路に一

般の方が初めて上がることができる一つのチャ

ンスだと思うんですね。市民の方にお聞きしてい

ても、応援よりも何よりも高速道路に上がれると

いうのは行ってみたいものだねという方も多少

おられました。高速道路を見学しようと、そうい

った方にぜひ上に上がっていただいて、応援をし

てもらうというのも手ではないかなと思います。 

  それから、マラソン大会、上位入賞者は当然表

彰されるわけでありますけれども、実力のある早

い人でない人でも何か表彰されるものがあって

もいいのではないかなということで、米沢市の場

合は飛び賞、何位の方、何位の方、何位の方とい

う何かちょっとサービス心的なものがあったよ

うに思うんですけれども、私も遅いながら走って

いるわけでありますけれども、私の場合で該当す

るものは何かなといいますと、やはり前年度より

どれぐらい時間を詰められたのかなという、時間

を短縮したことによっての賞、そんなものがあれ

ばいいのではないかなと思います。 

  それから、私はよそではこの間二本松市の東和

ロードレース大会、それから村上市の笹川流れマ

ラソン大会などというものに参加して、見てきた

わけでありますけれども、二本松市の東和ロード

レースに行ったとき、放送設備でアナウンスが随

時あるわけですけれども、アナウンスの中間に曲

がずっと流れていたんですね。私の知らない曲だ
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ったので、多分あれは二本松市の市民歌か、二本

松に合併前の旧東和町の町民歌だったろうと思

うんです。米沢市の場合、アナウンスの間にＢＧ

Ｍ的な曲は流れていなかったんですけれども、米

沢もスポーツ大会ですからマーチ的なものが非

常に合うんだろうと思います。米沢でマーチと言

えば、やっぱり米沢出身の大沼哲先生の名曲「立

派な青年」とか、米沢の市民歌を流してもそんな

に受けないと思うので、あとは小椋佳の名曲「お

しょうしな」、この辺の曲でもアナウンスの間に

ＢＧＭ的に流せば、米沢のイメージになるのかな

と思います。ここは要望として、申し上げておき

たいと思います。 

  それから、最後に駅伝でありますけれども、非

常に市民の方も何で最下位なんだろうという話

をされる方もおられまして、結局米沢は最下位で

はありますけれども、人口集積の少ないところ、

例えば寒河江西村山、長井西置賜、上山、新庄最

上、こういったところよりはせめて米沢が上位に

入っていてほしいものだなと私は思います。今回

の駅伝区間の中では中学生区間が２区間、高校生

区間が３区間あったわけでありますけれども、こ

の中学生、高校生のところは成績は悪くないんで

すね。問題は一般の方々が走られたところが距離

の長いところで成績が下がっていると。中学生の

２区間は１人が１位、もう一方が３位ということ

で、非常に成績がよくて、米沢では田島コーチあ

たりが非常に優秀な指導をしておられて、ジュニ

アレベルでは非常に順調に伸びているんですけ

れども、そこから上、かつては米沢工業高校が県

の駅伝大会を制覇していたということもあって、

何とかマラソン大会についてももうちょっと底

上げを頑張っていただいて、人口集積の少ない町

を上回るレベルまでには何とか上がっていただ

きたいなと思っておりますが、最後にその辺に対

する感想をお聞きして、私の質問を終わりたいと

思います。 

○海老名 悟議長 船山教育管理部長。 

○船山弘行教育管理部長 議員お述べのとおりであ

りますが、今回の成績については非常に関係者と

もども残念に思っておりますし、教育長も先ほど

述べられましたけれども、３日目の頑張りに来年

度以降は期待したいという思いは同じでありま

す。これは陸協関係者、体協関係者もそれぞれ同

じ思いでありますし、これまでも額的には難しい

ところもあるかもしれませんが強化事業費とし

ていろんな側面で協力しながらやってきたつも

りであります。今後も引き続き体育協会とともに

連携しながら、協力してやっていきたいと考えて

おります。以上です。 

○海老名 悟議長 以上で16番山村明議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

  再開を11時８分といたします。 

 

午前１０時５８分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時０８分 開  議 

 

○海老名 悟議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  次に進みます。 

  一つ、（仮称）米沢市教育支援センター設立に

向けて、７番相田光照議員。 

  〔７番相田光照議員登壇〕（拍手） 

○７番（相田光照議員） 一新会の相田光照です。

本日で14回目の壇上での質問となりました。初め

て念願かないまして初日の午前中という順番を

引いていただきました。ありがとうございました。

初心を忘れることなく、しっかりと質問をさせて

いただきたいと思っております。 

  それでは、質問に入らせていただきます。 

  今定例会は、前定例会と違う点が２つございま

す。 

  まず１つは、中継に関してです。 
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  私たちの一般質問は、当日夜、録画放送をＮＣ

Ｖでされておりましたが、本日からライブ中継と

なりました。傍聴に来られない方々にも、できる

だけ議場にいるような感覚を持っていただける

システムになったと思っております。 

  また、録画中継を楽しみになさっている皆様に

は、インターネット「ＹｏｕＴｕｂｅ」でこの録

画をお届けすることができるようになりました。

しかも、壇上と傍聴席側、２カ所にカメラを設置

し、双方向から臨場感のある映像をごらんいただ

けます。 

  「ＹｏｕＴｕｂｅ」による映像配信の大きなメ

リットは、スマートフォンやタブレットなどイン

ターネットのつながる環境であればどこでも誰

でも何を使っても見ていただけるということで

す。以前までのシステムでは、パソコンでしか閲

覧できなかったことを考えれば、投票権を得た高

校生や大学生など若い世代の方々にも見てもら

える機会がふえたと私は期待しております。 

  私たち議員、さらに議会は、多くの方々に「見

える議会・開かれた議会」に向けてさまざまな事

柄に取り組んできました。議会基本条例の制定、

議会報告会の開催、常任委員会での動画配信など、

これらも市民の皆様に議会活動を数多く知って

いただく機会をつくるとともに、この映像配信の

変更がその一助となることを願いたいと思いま

す。 

  前定例会ともう一つの相違点は、空席であった

副市長の席に新副市長がお座りになっているこ

と、教育委員長席がなくなり、新教育委員会制度

移行に伴い、新教育長がお座りになっていること

です。 

  まずは、井戸將悟副市長、副市長御就任、まこ

とにおめでとうございます。農林水産省で培われ

た経験と知識は、農業が産業基盤の一つをなす米

沢市にとって間違いなく生かしていただけるも

のだと思います。取り組むべき課題は山積かと思

いますが、市勢発展のために御尽力いただきたく、

お願い申し上げます。 

  そして、大河原真樹新教育長、新教育長御就任、

まことにおめでとうございます。教育長には、昨

年、議会として初めて取り組んだ中学校出前市議

会の実施に向けて、中学校校長会の会長として御

尽力いただきました。生徒たちに議会の仕組みや

議員の仕事、投票行動の重みを伝えることができ

たと思っております。 

  さらに、私が前職のガイダンス教室指導員時代

は、現場の校長先生として不登校生徒の教室復帰

に向けてさまざま御協力をいただいたと感謝し

ております。佐藤哲指導部長にも、当時指導主事

という立場で先頭に立っていただき、ガイダンス

教室のハード・ソフト両面の整備をしていただき

ました。その御恩はお返ししなければならない、

私はそのように思っています。私が議員となった

今、議員という立場でお二人としっかり議論をし、

市勢発展のため、米沢の子供たちの将来につなが

るための政策提言をしていくことが私の考える

恩返しであります。よって、今回は適応指導教室

「ガイダンス教室」の整備・管理運営にかかわる

「（仮称）米沢市教育支援センターの設立に向け

て」と題し、質問をさせていただきます。 

  この大項目での質問は、今回で２回目になりま

す。同様の要旨での質問や予算委員会での質問を

合わせれば、もう５回目の質問になります。なぜ

ここまでこの質問にこだわるのか。教育委員会が

何もしないからではありません。質問のたびに少

しずつよき方向へかじを切っていただいている

と認識しております。顕著なものは、昨年度から

始まった適応指導員を継続雇用できる体制にし

たことだと思います。緊急雇用などで採用してい

た補助員を、独自予算で採用できるようにしたこ

とは、支援を必要とする各学校において成果を上

げている事業だと思います。 

  ですが、抜本的な変革まで行っているとはお世

辞にも言えません。平成14年から続く体制を踏襲

し、基本的路線を継続しているとしか言わざるを
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得ません。 

  私は、このスクール・ガイダンスプロジェクト

が米沢の子供たちには必要不可欠な事業であり、

必ず救えるべき子供たち、保護者の方々の光とな

ると思っております。 

  ３年前の６月定例会での質問と今回の質問は、

変えられるべき機会だからこそ壇上に立ってお

ります。それは、両年ともプロジェクトの３年１

クールの最終年に当たり、見直しをかけ、一歩を

踏み出せる時期がこのプロジェクトⅤで言うな

らば本年に当たります。前述したとおり、教育界

の光となれるのであれば、教育支援センターとい

う形で核が形成されるそのときまで、ずっと提案

していくつもりです。 

  改めて、この事業は平成14年10月、先々代の髙

橋幸翁市長時代に開始され、先代の安部三十郎市

長にバトンが引き継がれ、現在中川市長がそのバ

トンを握っています。そのような意味でも、15年

目を迎えたこのスクール・ガイダンスプロジェク

ト事業を市長としてどのようにお考えになって

いるのか、率直にお尋ねしたいと思います。 

  適応指導教室の役割は、文科省で明確に位置づ

けられております。簡単に言えば、市町村教育委

員会が長期欠席をしている不登校の小中学生を

対象に、学籍のある学校とは別に市町村の公的施

設のどこかに部屋を用意し、そこで学習の援助を

しながら、本籍校に復帰できることを目標に運営

している教室であります。もちろん出席扱いにも

なります。そこで学ばれることは、単に学習の援

助だけではなく、生活規律や他者とのかかわり、

自己肯定感の涵養など、通室している子供たちの

力を広く育みます。そして現在は、心因的な理由

による不登校児童生徒のみにあらず、軽度発達障

がいを持つ児童生徒への支援という役割も持っ

ています。つまり、教員や養護教諭、スクールカ

ウンセラーや臨床心理士の方々と子供たちの活

動に直接かかわっていく形の教育的ニーズがこ

のプロジェクトにはあるものだと私は感じてい

ます。 

  そこで、御質問いたします。教育界でのスクー

ル・ガイダンスプロジェクトの役割と現状をお伺

いいたします。 

  山形県内35市町村のうち、18自治体で設置され

ている適応指導教室や相談施設。しかし、設置状

況はさまざまであります。臨時的に設置している

自治体、予算計上をしっかり条例で定めている自

治体など。本市教育委員会は、今後ガイダンス教

室を含めたスクール・ガイダンスプロジェクトを

どのような方向で進めていくのか、お伺いいたし

ます。 

  私は、適応指導教室の指導員が専門的知識を有

し、長きにわたり多くの経験を積める環境をつく

ることが、米沢市の子供たちの光になると考えて

います。そのために、適応指導教室であるガイダ

ンス教室を、「米沢市教育支援センター」の名称

で設置条例化をし、設立すべきと申し添えまして、

壇上からの質問を終わらせていただきます。 

○海老名 悟議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 相田光照議員の質問にお答えいた

します。 

  本市のスクール・ガイダンスプロジェクト事業

は、お述べになりましたように平成14年に始まり

ました。ふえ続ける不登校児童生徒に対応するた

め、当初はおおむね３年をめどとして進める学校

支援強化策としてのスタートでありました。 

  その結果、一旦は不登校児童生徒数の減少とい

う結果が得られたものの、再び増加の傾向が見ら

れるようになったり、学習障がいといった教育上

特別な支援を必要とする児童生徒の増加への対

応が必要となったりと、その時々の状況の変化や

新たな課題に対する形で継続をしてまいりまし

た。現在は第５期プロジェクトとなり、15年目を

迎えております。 

  今問題になっている不登校及び不登校傾向にあ

る児童生徒や、特別な支援が必要な児童生徒など、
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どの子にとっても楽しく学校生活を送ることが

できるようにしなければならないと思っており

ます。 

  これまで本事業をスタートさせ、そして継続し

てきた経過や、現在の状況を理解した上で、本ス

クール・ガイダンスプロジェクト事業及び適応指

導教室については、継続していかなければならな

いものと思っております。そして、今後どういう

形態で続けていくかについても、さらに検討して

いくべき内容であると考えております。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 私からは、スクール・ガイダ

ンスプロジェクト事業の役割と現状について、並

びに今後の方向性についてお答えいたします。 

  まず、スクール・ガイダンスプロジェクト事業

が果たす役割についてお答えいたします。 

  不登校及び不登校傾向にある児童生徒や、特別

な支援が必要な児童生徒に対する支援を行うこ

とが本事業の役割であります。具体的には、次の

３点になります。 

  １点目として、学校不適応児童生徒のための居

場所づくりとして、米沢市適応指導教室、通称ガ

イダンス教室を設置しております。学校への登校

が困難な児童生徒の学習や体験活動の場として、

学校登校、教室復帰を目指した支援を行っており

ます。また、ここでは通室している児童生徒及び

その保護者や、同じような悩みを抱えておられる

市民の方への相談活動も行っております。 

  ２点目は、学校への教育相談員、適応指導支援

員の派遣です。不登校児童生徒や通常学級に在籍

する特別な支援を必要としている児童生徒、さら

には特別支援学級に在籍している児童生徒への

対応を行っております。具体的には、授業で支援

が必要な児童生徒に寄り添いながら、学習をサポ

ートしたり、親身になって保護者の相談に応じた

り、家庭訪問などを行ったりしております。 

  今年度は、18名の適応指導補助員を小学校17校

と中学校２校に、６名の教育相談員等を中学校５

校に派遣しております。毎週水曜日の午後、研修

及び打ち合わせを行っており、適応指導補助員な

ど支援員のスキルアップを図っているところで

ございます。 

  ３点目は、教職員への支援です。米沢市不登校

対策会議の開催や、教職員の相談窓口となってお

ります。教員のスキルアップ及び情報交換の場づ

くりとしても機能しております。学校内の連携や

適応指導教室や病院、行政など、外部機関との連

携、幼保小中の連携等を意識して取り組んでおり

ます。 

  続いて、現在の不登校児童生徒の数及び通常学

級における発達障がいを持っている児童生徒の

数、通室児童生徒数などについてお答えいたしま

す。 

  平成27年度における本市小中学校の不登校児童

生徒数は、小学校で20名、中学校は55名となって

おります。ここで言う不登校児童生徒とは、何ら

かの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要

因・背景により登校しない、あるいはしたくても

できない状況にある児童生徒で、１年間の欠席日

数が30日を超えたもののうち、病気などの理由に

よるものを除いたものを指します。 

  この数は、ここ数年と比較しますと数としては

減少しておりますが、全体的な児童生徒数も減少

しておりますので、割合で考えますとほぼ横ばい

状態であると言えます。 

  次に、平成27年度の通常学級に在籍し、発達障

がいと診断されている児童生徒数は、小学校は98

名、中学校は51名となっております。これはＬＤ、

ＡＤＨＤの診断を受けた児童生徒の数となって

おります。この数につきましては、年度によって

多少の増減はあるものの、小中学校ともに増加傾

向にあります。 

  また、市内小中学校において、診断は受けてい

ないものの、特別な支援が必要と思われる児童生
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徒を合わせた数の割合は、ここ数年では小学校で

は５％前後、中学校では３％前後となっておりま

す。 

  適応指導教室への通室児童生徒数は、平成26年

度は小学校２名、中学校11名、計13名であります。

平成27年度は小学校２名、中学校９名、計11名と

なっています。これらは、最も通室児童生徒数が

多かった平成19年度の小学校３名、中学校20名、

計23名の約半分となっております。適応指導教室

に通室している児童生徒は減少しているという

状況です。 

  次に、スクール・ガイダンスプロジェクトの今

後のあり方についてお答えします。 

  私たちが目指すべき最終的な姿としましては、

不登校・学校不適応の課題を解決し、このような

市全体の取り組みがなくても、各学校での対応に

より米沢の子供たち全員が夢と希望を抱き、楽し

く充実した学校生活を送ることができるように

なることだと考えております。しかしながら、今

現在の状況を考えますと、一朝一夕にはそのよう

な状況をつくり出すことは難しく、今後も本事業

を継続して展開していくことが必要であると考

えます。 

  具体的には、先ほど申し上げました３点の取り

組みを継続して事業の中心に位置づけていくこ

と、また２年前から実施しているように、学校に

派遣する支援員は全てスクール・ガイダンスプロ

ジェクト事業として継続して任用していくこと

で、優秀な支援員からの継続した支援や、支援員

のスキルアップを図りたいと考えております。 

  現状として、不登校などの相談は依然として多

く、さらに発達障がい等で対応が必要なケースも

ますますふえております。今後どういう形態で事

業を継続していくかを含め、本事業の望ましいあ

り方についてさらに検討していかなければなら

ないと考えております。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 相田光照議員。 

○７番（相田光照議員） ありがとうございました。 

  では、質問に移らせていただきたいと思います。 

  まちづくり総合計画が出されました。28年から

37年度までという10カ年の計画のうちで、重点事

業ということで「子育てを応援し子どもたちを大

事に育てるまちづくりの推進」という中にも、こ

のスクール・ガイダンスプロジェクトのⅤとⅥと

いう形で載せられております。非常にこれは私と

してもうれしいと思いながらも、今までどおりの

ものを踏襲した形でいいのかという疑問が湧き

ます。 

  14年10月に開設をして、その後15年。１年目の

ときに、当時中川市長は県会議員だったと思いま

す、県会議員というお立場で施設を見学しに来て

いただいたことは私覚えております。その後、私

が議員となってから、会派の一新会のメンバーと

ともにガイダンス教室を見たり、同期会である文

㐂会でみんなでその現状を見に行ったことがご

ざいます。多くの人に当時、14年のときには、鳴

門市議会だったと思いますが、県内でも先駆的な

事業であり、週５日の開催で、私当時30歳ぐらい

でしたから、若い指導員が入っているということ

も、本当に全国的にも珍しかったんだと思います。

他の自治体の議会の視察という形で対応させて

もらったと。ですが、15年たった平成29年が大き

く変わったかと言われると、正直マイナーチェン

ジはしているものの、一歩目が進んでいないよう

な状況にあると私は考えております。ですから、

今回このⅤの見直しができる最終年度、平成28年

度のこの６月にお話をすることで、次年度に向け

てさまざまな形を模索していただきたいという

思いが私の中にはあります。 

  直近のさまざまなデータを今教育長からいただ

きました。不登校の数が小学校で20名、中学校が

55名ですか。この数は、私のあれでは結構多いな

という思いがあるんですが、この３年横ばいの状

態であるということでしたが、これはプロジェク

トⅣのときから比べるとふえているんでしょう
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か、それともこのような形で合計すると80名弱の

子供たちが不登校という形で学校に行けない状

態にあるのか、お尋ねいたしたいと思います。 

○海老名 悟議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 それでは、私からここ３

年間ほどの不登校児童生徒の数についてお答え

します。 

  今議員がおっしゃられたとおり、中学生につき

ましては50名、55名、60名、やはり50名台です。

小学生につきましては20名台ということで、ほぼ

横ばいとなっております。以上です。 

○海老名 悟議長 相田光照議員。 

○７番（相田光照議員） これはプロジェクトⅣの

時点、６年前ぐらいから変わらない状態なんでし

ょうか。20名、50名のラインでずっと横ばいの状

態でいるという現状なのか、この直近の３年、プ

ロジェクトⅤのときが横ばいであって、Ⅳの時代

にはもう少し不登校の数が多かったのか少なか

ったのか、その辺はどうでしょうか。 

○海老名 悟議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 もう少し前のところから

調べてみますと、最近の50名台というのは少ない

ほうだと思われます。24年度より前の数字ですと、

中学生では60名台、70名台、80名台というときも

ありました。逆に小学生のほうは10名台というこ

とで、トータルで見ますと小学生のほうがふえて

いる傾向、中学生は少しずつではありますが減っ

ている傾向にあると思われます。 

○海老名 悟議長 相田議員。 

○７番（相田光照議員） 中学校では減少傾向にも

あるが、現在横ばいであると。小学生に至っては

倍増とは言いませんが10名台から20名台になっ

ていると。私もよくわからないままいたんですが、

この人数がなかなか下がらない原因というのは

教育委員会としてどのように捉えているか。もし

検証などをしているのであれば、そこを教えてい

ただきたいと思うんですが。 

○海老名 悟議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 不登校児童生徒の原因に

ついてはさまざまであります。ただ、今言えるこ

とはなかなか理由がただ単純なものではなく、複

雑に絡み合っている。友人関係であったり家庭環

境であったりということで、一朝一夕に解決でき

るものではないと、そんなふうに捉えております。 

○海老名 悟議長 相田議員。 

○７番（相田光照議員） さまざまな要因がある中

で、学校内、そして学校外でのスクール・ガイダ

ンスプロジェクトの取り組みというのが重要な

役割をなしていくのかなと私は思っております。 

  その中で、適応指導補助員の方に単独予算をし

っかりと教育委員会でおつけになって、今派遣さ

れている現状があると。このさまざま入り組んだ

現状の子供たちを、通室という形でサポートする

こと、あとは学校の中でのサポートをする、さま

ざまな取り組みがあると思いますが、具体的に学

校内での取り組み、もしくは適応指導教室、ガイ

ダンス教室ではどのような取り組みをなさって

いるかお尋ねします。 

○海老名 悟議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 実際の不登校児童生徒の

就学を支援する取り組みについてお答えします。 

  不登校児童生徒の状況は数年前から少し様相が

変わっております。現在は、教室に入れないもの

の学校への登校はできている児童生徒が増加し

ている傾向にあります。そこで、適応指導教室へ

の職員配置を少なくし、学校への支援員等の配置

を多くしております。そこで、学校に行っていな

がらも教室に入れない児童生徒の支援に力を注

いでおります。 

  また、学校外の支援としましては、今までお話

が出てきました適応指導教室におきまして、児童

生徒については出席扱いにしておりますし、一人

一人の状況に合わせてきめ細かな指導をしてお

ります。 

  また、家庭から外に出られない児童生徒もおり

ます。そうした児童生徒に対しては、教育相談員
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等が家庭訪問を行うなどして、一人一人の状況に

応じた支援を行っております。 

○海老名 悟議長 相田光照議員。 

○７番（相田光照議員） とすると、スクール・ガ

イダンスプロジェクトでの適応指導員、適応指導

補助員、教育相談員等々の方々の成果といいます

か、いることによって手を差し伸べられている、

サポートをされているという現状があるという

ことですよね。このプロジェクトが15年たって、

これがなければサポートできなかった、救うとい

いますか、しっかりと支援体制を整えることがで

きたというふうな捉え方でよろしいですね、その

辺は。はい、わかりました。 

  だとすると、この事業を将来なくしてはいけな

い方向であるというふうに教育長もおっしゃい

ました。できれば私もこの事業がなくて、各学校

で対応できて、全ての子供たちに学校でしっかり

と支援体制がとれるという状況がベストだと思

います。ただ、それが現実的にできるかどうかと

言われたときには、それはできないものだと思い

ます。かつこの事業がぽんとなくなった場合に、

各学校でそれをできるのかどうかと言われると、

これも厳しい現状があると思うんですね。それを

考えると、なくしてはいけないという方向で考え

てもらいたい。つまり、この事業を現状のままい

くのか、それとももう少しさまざまな意味で拡充

をしていきながら、米沢市の教育のサポート的な

存在としてやっていくのか、その辺は教育長、ど

のようにお考えでしょうか。 

○海老名 悟議長 大河原教育長。 

○大河原真樹教育長 当然今の現状を考えたとき、

そしてこれからもますます発達障がいがふえて

いくであろうというふうなことを考えたときに

は、なくしていく方向でというのは非常に難しい

と考えております。 

○海老名 悟議長 相田光照議員。 

○７番（相田光照議員） だとすると、スクール・

ガイダンスプロジェクトという枠があります、こ

れが３カ年でしっかりと計画を持ちながら実行

してもらっていると。このプロジェクトの中核を

なすのは、私は適応指導教室のガイダンス教室だ

と思うんです。このガイダンス教室の位置づけは

今どうなっていますか。位置づけを教えてくださ

い。 

○海老名 悟議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 お答えします。 

  現在の適応指導教室は、米沢市教育研究所設置

条例施行規則第２条第２項、「研究員は次の各号

に掲げる部及び室の構成員となり、当該各号に規

定する事務に従事する」の（２）教育相談室に沿

って、米沢市教育研究所内に設置されております。 

  現在、当研究所の運営の基本方針や組織には明

記されておりますが、適応指導教室に置く職員の

数ですとか、設置、配置、運営等について定めら

れたものではありません。そのため、教育研究所

内に常設することについては定められていない、

そういう組織になっております。 

○海老名 悟議長 相田光照議員。 

○７番（相田光照議員） そうなんですよね。私３

年前にも言ったんです。正式なものでないんです

よね。なのに、プロジェクトは重要なんです。そ

のプロジェクトが重要で、やっていかなければな

らない。もちろんまちづくり総合計画に載せてい

るとおり、Ⅵ、Ⅶとしてこのプロジェクトをやっ

ていくというのであれば、その中核をなす部分は

しっかりと地に足をつけたものにしていく必要

があるんだと思うんです。要は、核がしっかりと

定まっていなければ、常に３カ年ごと、極端な話

１年ごとに予算を計上しながら、その予算が来て

から計画を練って、どういうふうに今年度はして

いこうかなという形になってしまう。でも、しっ

かりと条例化をすることによって、地に足をつけ

た存在としてガイダンス教室、適応指導教室を設

置することが、スクール・ガイダンスプロジェク

トというこの事業を大きく推進する一つになっ

ていくんだと私は思っております。臨時的な組織
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ということは、恐らく教育委員会内でも、今Ⅴが

終わろうとしていますので、見直し、検討してい

くということですが、どうですか、臨時的組織の

まま今後行きますか。それで、この事業が途中で

予算がなくなったと、やめなければいけないと、

行けないという現状があると。でも見直しはしな

ければいけない。どうしていきますか。今のこの

現状。臨時的な組織となっているこのガイダンス

教室を、このままの形で運営していくことが望ま

しいと思っているか。それとも、ある程度進化を

遂げながら運営を進めていくか。どうお考えでし

ょうか。 

○海老名 悟議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 先ほど議員からお話あり

ましたけれども、平成26年度にプロジェクトⅤに

なってから、適応指導補助員を大幅に増員しまし

て、今まで県の事業等でも配置しておりましたが、

一括してスクール・ガイダンスのスタッフとして

継続して雇用しております。そのおかげで、専門

性が高まったり、児童生徒や家庭、学校、各関連

機関との連携が深まっております。そうした意味

では、継続した設置という意義は大変大きいと思

われます。このように専門性を高めながら、安定

した雇用の中でスタッフが力を発揮できるよう

にするためには、常設の組織として運営していく

ことができればと考えております。 

○海老名 悟議長 相田光照議員。 

○７番（相田光照議員） 教育支援センターという

仮称で私は呼ばせていただいておりますが、先日、

県の重要事業要望書という形で、置賜合同庁舎の

ほうに市の当局の皆さんと議会、各委員長でお願

いしに行ってきました。その中で、今年度健康福

祉部分野としていわゆる療育センターの置賜へ

の設置ということが新規事業として挙げられま

した。療育センターと教育センターという部分は、

私は一線を画すものだと思っています。療育セン

ターというのは、子供たちの診断や、その後のア

フターフォローなんかをしっかりする部分。教育

支援センターというのは、その診断を受けた子供

たちをしっかりと学校もしくは社会で生きてい

くための教育的なフォローをする場という形で

考えています。ですが、一線を画すと言いながら

も、ここの連携は非常に大事なんだと思っている

んです。県のほうでも、置賜３市５町でこれをし

っかりと要望していただいていると、市長、議長

も今後ともしていっていただけるものだと私は

思っていますし、これができることがそれはそれ

で必要です。ですが、これができても、学校との

つなぎになる場所もしくは市民の窓口となる場

所がしっかりと確立していなければ、診断をする

だけであとは学校にお任せという形ではなく、療

育センターでしっかりと診断を受けて、発達障が

いばかりでもないと思うんです、療育センターで

は知的障がいの診断もありますし、その後の療育

という立場からアプローチをしていくというこ

とを考えれば、教育的なサポートとして発達障が

い児がこれから減らない現状がある以上、学校に

投げながらも学校と療育センターとの間に立つ

部署、それが教育支援センター、このスクール・

ガイダンスプロジェクトのこれからの役割だと

思っています。療育センターができるためには、

もしかすると相当な時間が必要かもしれません。

でも、できたときにしっかりとそのつなぎ役とな

る連結する部署を事前に市内でつくっていくこ

とも、私は早期に療育センターができていくため

の土壌づくりだと考えています。教育支援センタ

ーというものが、学校内それぞれの渡し役が必要

であるという認識です。 

  以前研修を受けさせてもらったときに、今でも

そうだなと思っていることがあるんです。それが、

就学時前の５歳・６歳児、そして小学校１年生・

２年生時に発達障がいがわかり、しっかりとした

支援をすることが、後の学校生活、社会生活にお

いて功を奏すというケースが多々あるんだそう

です。つまり早期発見、就学前の健診なりサポー

ト、そして学校もしくは教育現場での１・２年生



- 32 - 

時での的確なサポートが、それからの子供たちの

教育そして社会生活に向けての大きな一歩にな

る。 

  だとすると、ここの部分を学校だけに任せるの

ではなく、専門的な知識を有しながら、その子供

たちと関係をつくる、関係をつくった人たちがし

っかりとサポートをすることで、不登校や発達障

がいの減少というのはなかなか見込めないかも

しれないけれども、その子たちがしっかりと社会

に行くための道筋をつけられると私は考えてお

りますが、そういう意味でこのスクール・ガイダ

ンスプロジェクトの支援体制をしっかりと拡充

していくと、そういうふうに捉えていますが、教

育委員会としてはそこはどのように捉えていま

すでしょうか。 

○海老名 悟議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 今議員がお述べになった

とおり、早期の支援の重要性は前々から言われて

おります。そして、児童が就学する前の保護者の

御心配ですとかは大変多いと思われます。そこで、

今適応指導教室は小学校、中学校を対象としてお

りますけれども、やはり幼稚園、保育所、認定こ

ども園など幼保との連携ですとか、医療機関や福

祉機関との連携を図りながら、早期の対応をして

いくべきかなと思います。となれば、やはり支援

センターというふうになってくると思いますけ

れども、それの重要性は十分認識しておりますの

で、今お話ししたとおり各部署との連携を図りな

がら、そういった長期にわたる支援ができれば一

番いいのではないかと考えております。 

○海老名 悟議長 相田光照議員。 

○７番（相田光照議員） ぜひお願いしたいなと、

本当にそれは思っているんです。 

  教育委員会制度が変わりました。新教育長のも

とで、特に重要なことは首長からの独立を担保し

ながらも、しっかりと市長が総合教育会議に参加

し、意見を集約、そして自分からの思いも述べら

れる体制になっているということです。この中で

「大綱の制定」とあるんですが、「子育て支援等

についての記載は首長の判断」という一文があり

ます。つまり、施策に関して教育委員会での政策

立案も担保しながら、市長としての思いもこの大

綱に酌ませることができる。つまり、教育委員会

に任せるだけの教育行政ではなく、首長のしっか

りした考えも持った上で、教育施策については決

定をしていかなければならないと私は考えてい

ます。 

  そこで、市長にお尋ねしたいと思うんです。今、

ずっと教育委員会と議論させてもらっておりま

すが、現在このガイダンス教室が臨時的な措置と

して設置されています。でも、プロジェクトの重

要性がありながら、中核をなす部分が宙ぶらりん

のままだと。これについて、市長は首長としてど

のようにお考えかお尋ねいたします。 

○海老名 悟議長 中川市長。 

○中川 勝市長 今相田議員がお述べになりました

ように、今の質疑の中でもありました、必要性を

感じるにもかかわらず臨時の組織体制になって

いると、そこが一番大きな課題なのかなと思って

おります。若干私の考え方も述べさせていただき

ますけれども、私は生を受けた子供はいずれ将来

的にこの地域社会を担ったり、社会貢献をしてい

くということで生を受けてきていると思ってお

ります。しかしながら、何らかの格好で障がいを

持ったり、あるいはひきこもりとか不登校になっ

ていくということに、その原因はいろいろあるん

でしょうけれども、私は全ての子供たちがしっか

りと将来社会に出ていけるように、そういうこと

があれば支援をしていかなければならないと思

っております。でありますから、新たな局面とし

てどう対応していくんだということにつきまし

ては、今後そういった臨時的なものではなくて、

しっかりと教育委員会なり行政の中で取り組め

る体制づくりというものは必要になってくると

思っております。でありますから、そういった方

向性を今後どうしていくかということにおいて
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は、いろいろと教育委員会とも相談をしながら、

例えば条例化に向けて検討していくことも一つ

の方法、方策であると思っておりますので、そう

いったことについてはしっかりと行政の立場も

踏まえまして、教育委員会と連携をとりながら進

めてまいりたいと思っております。 

○海老名 悟議長 相田光照議員。 

○７番（相田光照議員） ありがとうございました。

私も市長の考えと同じというか、私も現場にいた

ときは子供たちの一番の目標は学校復帰ではあ

りませんでした。その子たちが社会に出て、しっ

かりとみずからの足で立ってお金を稼げること、

そういうふうな大人になってほしいという思い

はあります。それは今でも変わりません。子供た

ちがしっかりとした環境の中で生きていくこと、

そしてみずからを肯定しながら、しっかりと社会

の荒波の中で自分の船をこいでいけることが最

も必要なことだと、それはいまだに思っています。 

  条例化がなぜ必要かということを言ってきまし

たが、一番はやっぱりガイダンス教室というとこ

ろが、広報よねざわの裏にも教育相談という形で

載っていますが、まだまだ認知は低いんです。ガ

イダンス教室って何やということを私はよく聞

かれます。自分の前職にそれを書いているからな

んですけれども、そういう意味でも教育支援セン

ターという形で名称を変更することで、そこがど

ういうところなのかということをまず市民に知

ってもらえること、あとそこに行けばさまざまな

教育相談ができるんだということをＰＲできる

一つ、窓口の一本化もできる。 

  人員確保もしていただいていると思います。た

だ、補助員の方々のみですよね、まだ。私の理想

は、正職員として適応指導員を置くべきだと思っ

ております。その正職員という立場は、特区をと

っての市の教育委員会が採用する教員という形

もあろうかと思います。でも、米沢市の職員とし

て教員免許を有する者を募集し、そこに配置をす

る、もしくは数名を採用しながら、学校との連携

を図って、学校勤務等もできるはずだと思います。

それをやっていくことも、私は最終的にはそこが

必要だと考えております。 

  そして、不登校、軽度発達障がいの子供たちが

多い現状、一番はやっぱり家庭教育です。家庭教

育、学校教育、そして地域教育なんです。地域の

方々にもやっぱり協力をしてもらわなければな

らない。社会で生きていくためには、地域の支え

は絶対必要です。そういう意味でも、米沢市とし

ての体制をしっかりと銘打つためにも、教育支援

センターという形で条例化をして、中心軸をしっ

かりと持つこと。 

  そして、一番の私の最終目標は、義務教育も含

む、小中の子供たちだけではなく、幼児から中学

校を卒業した青年期までを一括で見られる部署、

米沢市教育支援センターという部署で見られる、

この体制にしていくことが、私が思う最終形なん

です。やはり中学校を卒業してしまうとなかなか

子供たちと、会える子供もいますが、現状家の中

でひきこもっている子供たちもいます。そういう

子供たちの把握というものは、実は市でも、教育

委員会でもそうでしょうけれども、社会教育とか

でもなかなかできない現状にあります。でも、少

しでもそういうところをサポートしていくため

にも、例えば義務教育以外の分野であれば、その

上であれば、民間のＮＰＯ法人と連携をしながら、

そこの部分は委託しながら、情報集約をしたりサ

ポートをしてもらうと。小学校より下の就学前に

関してはそれこそ健康福祉部、こども課、社会福

祉課、そういうところと連携をしながら、一本の

窓口が米沢市の子供たち、青少年までを見れる体

制をとれる、このための一歩が、私は条例化をし

て、名称を変えて、ガイダンス教室という名称が

通名でもう残っているというのであればそれを

使ってもいいと思うんです。ただ、やはり教育支

援センターの中にあることが大事なんだと思っ

ています。 

  ここでちょっと御紹介したいのですが、鶴岡市
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に教育センター設置条例というものがあります。

鶴岡市はセンターを構成する中で、教育研修所、

理科センター、あとは鶴岡市教育相談センターと

いう形で設置条例化しています。これが平成22年

12月に設置されました。その中に適応指導教室

「オアシス」というものをつくっています。鶴岡

はこのように設置条例化をして、予算が大体１億

8,000万円ぐらい。しっかりと予算をとって、人

員を配置しながら、サポートをしています。もち

ろん人口規模が違うので、一概に比較はできませ

ん。できませんが、形として条例制定をすること

によってこのセンターが中心的な役割をなし、支

援を必要とする子供たちに対してのアプローチ

をしている現状があります。 

  そういうことも踏まえて、最後にお尋ねしたい。

もう一回お聞きします。これはお金をかけずに、

まずは設置条例化をしながら、教育支援センター

として進めていくお考えがあるかどうかお尋ね

したいと思います。 

○海老名 悟議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 今お話ししてまいりまし

たとおり、15年続いたこの事業、たくさんの子供

たちを救い、その家族からは大変感謝の声も聞か

れております。そして、今後の必要性も高いとい

うことから、これまでと同じような継続というよ

りも、拡充の方向で考えてまいりたいと思ってお

ります。 

  その中で、条例化というお話もありましたが、

先ほど私のほうからお話ししましたけれども、米

沢市教育研究所設置条例の中の教育相談室とい

うことになっておりますけれども、同じように理

科研修センターもございまして、理科研修センタ

ーのほうは条例があります。そう考えますと、適

応指導教室についても条例化も考えられるのか

なと。条例化をすると、より組織の位置づけがは

っきりしますし、例えば議会からもチェックを受

けるとか、広く市民に内容をお伝えできるとか、

そういったメリットもあると思います。というこ

ともありますので、議員がお述べになったとおり、

条例化も視野に入れて、前向きに検討してまいり

たいと考えております。 

○海老名 悟議長 相田光照議員。 

○７番（相田光照議員） ありがとうございます。

市長も教育委員会とともに話し合っていただい

て、先ほど非常に前向きな答弁をいただきました

ので、ぜひ教育長、水は流れないとよどみます。

そろそろ流してもいい時期だと思います、私は。

なので、ぜひ次の一歩という形で、今年度が、３

年前もそう言ったんですが、なかなか動かなかっ

た、でも３年たってプロジェクトが終わろうとし

ているこの最終年度だからこそ、平成28年度中に

しっかりと検証をしていただいて、前向きに拡充

の方向をとっていただくことをお願い申し上げ

まして、私からの質問といたします。 

○海老名 悟議長 以上で７番相田光照議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 

午後 ０時０１分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時００分 開  議 

 

○海老名 悟議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  次に進みます。 

  一つ、平成29年度米沢市重要事業要望事項「発

達障がい児の療育支援の推進について」の進め方

について外６点、21番高橋壽議員。 

  〔２１番高橋 壽議員登壇〕（拍手） 

○２１番（高橋 壽議員） 私の質問は、７点です。

以下、お伺いいたします。 

  まず最初に、平成29年度米沢市重要事業要望事

項「発達障がい児の療育支援の推進について」を

どのように実現に向けて進めていこうと考えて
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おられるのか、お伺いしたいと思います。 

  2016年度米沢市重要事業要望事項に、「発達障

がい児の療育支援の推進について」として療育訓

練センターの米沢市への設置要望がようやく掲

載されました。米沢市まちづくり総合計画にも、

「総合療育訓練センターの機能を有する機関の

誘致」と掲載されました。この課題は、長年当事

者、そして関係者の皆さんの要望でありながら、

米沢市の重要要望として県政の課題にならない

ままになってきました。何とか早期に県政の課題

にし、当事者、関係者の皆さんの長年の要望を実

現すべきものと考えます。 

  そこで、お伺いいたしますが、この課題をどの

ようにして具体化しようと考えているのでしょ

うか。今後の取り組み方をお知らせください。 

  次は、小中学校普通教室にクーラーを設置する

ことの進捗状況についてお伺いいたします。 

  この課題を提起させていただきましてから４年

が経過いたしました。これまでの議論の到達点は、

教育委員会は「教室の温度調査を３年間続け、設

置が必要な教室を特定する」と答弁しています。 

  そこで、伺います。この課題の取り組みはどこ

まで進み、今後の設置までの計画はどのようにな

っているのでしょうか。 

  次の質問です。 

  就学援助制度は憲法第26条「教育を受ける権利、

教育の義務」、そして学校教育法第19条「経済的

理由によって就学困難と認められる学齢児童ま

たは学齢生徒の保護者に対して、市町村は必要な

援助を与えなければならない」、これに基づく国

の制度であって、国民の権利です。また、2014年

の８月に閣議決定された「子どもの貧困対策に関

する大綱」でも、就学援助の活用と充実を図るこ

とを決めています。 

  そこで伺いますが、就学援助制度の入学準備金

を必要な時期の入学前に支給できるように改善

すべきではないでしょうか。この課題も、これま

で使いやすい制度に改善するよう求める中で、入

学準備金を入学前に支給をと求めてきました。東

京都の板橋区で実施している事例も紹介させて

いただいてまいりました。今年度からは、新潟市、

青森市などでも開始しています。また、去る６月

11日の南陽市議会でも、一般質問で取り上げられ

て、来年度から実施したいと教育長が答弁し、９

月または12月議会に補正予算を計上したいと市

長が答弁しております。米沢市でできない理由は

なくなったと、この南陽市の状況を見てみますと

思います。改めて米沢市でも実施するよう求めた

いと思います。 

  次に、介護予防・日常生活支援総合事業の進め

方について伺います。 

  2014年に成立した「地域医療・介護総合確保法」

に基づき、全国の自治体では2015年４月から介護

保険制度が変わりました。変更点は、①要支援

１・２のホームヘルパーとデイサービスは介護保

険から外され、市町村が実施する事業となる。②

特養ホーム新規入所は、要介護１・２の方は原則

入所対象者から外される。③合計所得160万円以

上、年金だけの収入の場合は280万円以上となり

ますけれども、こういう方は利用料が１割から２

割に引き上げられる。④非課税世帯でも、配偶者

が住民税課税かあるいは預貯金が一定額あれば、

施設利用のいわゆる補足給付、介護保険施設のシ

ョートステイの食事や部屋代などの補助が打ち

切られるという大改悪です。 

  ②と③と④は、米沢市でも既に実施されていま

す。ただし、①の要支援１・２の方のホームヘル

パーとショートステイ事業を介護保険から外す

市の総合事業は、実施を３年間猶予することがで

きるとなっていて、米沢市の場合、猶予期間の３

年間が切れる来年2017年４月から介護保険制度

を変更することになります。 

  介護保険制度で実施されていたサービスを市町

村事業に移行させていくことで、これまでと同じ

ように利用者が利用できるようにしていく必要

があります。しかし、既に移行した全国の自治体
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の中では、サービスを受ける方も、そしてサービ

スを提供する側、さまざま事業所とかボランティ

アとか住民組織とかＮＰＯとかありますけれど

も、そういうサービスを提供する側も改悪となっ

たという事例も出てきています。そしてまた、国

の方向は当面は要支援でのサービスを介護保険

制度から外し、そして次は要介護１・２を介護保

険制度から外していくと指摘されています。2017

年の通常国会に法案を提出するということも指

摘されているところです。少なくとも現行サービ

スを維持すべきではないでしょうか。介護の必要

な方が、必要な介護サービスを受けられなくなっ

てはなりません。 

  そこで、伺います。来春から移行することにな

る介護予防・日常生活支援総合事業は、現在どの

ようなものにしようとお考えなのか。また、その

事業内容について、一体誰が検討しているのかお

伺いしたいと思います。 

  次の質問は、いきいきデイサービス事業の待機

者をどのように解消していくかということにつ

いて伺います。 

  65歳以上のお元気な高齢者の皆さんが利用でき

るいきいきデイサービス、米沢市ではそういうふ

うに呼んでいますけれども、この事業を実施して

います。しかし、今年度は希望者が多く、定員を

オーバーし、待機者が出ました。昨年まで利用し

ていた方で、利用できなくなった方もいます。御

本人も御家族もがっかりしました。介護予防事業

として、役割も効果も大きい事業と考えています。

希望する高齢者は誰でも利用できるよう、開設施

設や定員をふやすなど、対応すべきではないでし

ょうか。お伺いいたします。 

  次の質問です。 

  認可外保育所への支援として、2015年度から始

めた認可外保育施設事業費補助金、これは2014年

度まで実施していた米沢市小規模保育事業費補

助金にかえて実施した補助金制度です。ところが、

補助金額がふえた保育所もありますけれども、ほ

とんどの保育所では年額約40万円程度の減額に

なってしまいました。実質補助金の削減となりま

した。ある保育所では、保育士の給与の支払いに

も困る事態にもなったということを聞いていま

す。ただでさえ運営費に四苦八苦している認可外

保育所です。削減はやめるべきではないでしょう

か。いかがお考えかお伺いいたします。 

  次に、最後の質問です。 

  米沢市消防団から出ている小型ポンプ積載用の

軽トラック配備の要望です。これまでもこの問題

を取り上げてきました。当局の答弁では、団の編

成がえの課題と車両更新時期を検討した上で、軽

トラックを配備していくとしています。 

  そこで、改めてお伺いしますけれども、これら

の検討時期はいつごろと考えておられるのか。 

  また、既に団員の個人所有の軽トラックでポン

プを運んでおりますけれども、軽トラックも含め

て原則は資機材は市が配備すべきではないでし

ょうか。個人所有の軽トラックを使用する場合は、

例えば米沢市の借り上げ車扱いとするなどの対

応が必要ではないでしょうか。また、既に軽トラ

ックを自前で購入している分団もあります。そう

いう分団に対しては、何らかの支援が必要ですし、

団からもそういう要望が出ております。それに応

えていく必要があると思いますが、いかがお考え

でしょうか。 

  以上７点について、答弁をお願いいたします。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

  〔堤 啓一健康福祉部長登壇〕 

○堤 啓一健康福祉部長 私からは、高橋壽議員の

御質問のうち、１、平成29年度米沢市重要事業要

望事項「発達障がい児の療育支援の推進につい

て」の進め方についてと、４の介護予防・日常生

活支援総合事業の進め方についてから、６の認可

外保育施設事業費補助金についてまでお答えい

たします。 

  平成29年度米沢市重要事業要望事項である「発

達障がい児の療育支援の推進について」の進め方
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についてお答えいたします。 

  本市の発達障がい児における療育訓練について

は、専門医や理学療法士等が配置されている療育

訓練施設が置賜地域にないことから、障がいの特

性に応じた適切な訓練及び指導を受けることが

十分でない状況にあります。また、発達障がい児

の初診時の受け付けにおきましても、県立こども

医療療育センターでの初診までの待ち期間が６

カ月以上と非常に長いこと、それから訓練におい

ても遠方からの通院となるため、保護者の負担が

大きいことなどから、発達障がい児の保護者や支

援機関等から、置賜地域へセンターを設置してほ

しいという要望が以前から寄せられているとこ

ろであります。 

  発達障がい児の療育支援については、早期の診

断及び療育訓練が必要であることから、センター

の設置を本市における重要事業として位置づけ、

県に対し要望したところであります。 

  要望するに当たっては、行政側の考えだけでは

なく、当事者である保護者等の意見や、現場で発

達障がい児を支援しておられる関係機関の方々

の要望を集約し、具現化していくことが大変重要

なことと考えております。 

  本市には相談支援事業所、教育委員会、親の会

などさまざまな関係機関の方々に参集いただい

ている地域自立支援協議会こども支援部会がご

ざいます。新たな団体を設立するのではなく、こ

のような既存の協議会でのネットワークを生か

しながら、当事者団体や支援関係機関等の意見を

集約してまいりたいと考えております。 

  また、センターの設置については、本市のみで

なく、置賜全域に関係する事項と考えますので、

今後は圏域の市町との合意形成を図りながら、医

師会等の関係団体からの意見も頂戴し、県に対し

て置賜地域へ当該施設の設置を強く働きかけて

まいりたいと考えております。 

  次に、介護予防・日常生活支援総合事業の進め

方についてお答えいたします。 

  まず、進捗状況でございますが、平成26年の介

護保険法の改正により、地域支援事業の見直しが

行われ、これまでの介護予防給付と介護予防事業

を新しい介護予防・日常生活支援総合事業として

立ち上げることになりました。 

  本市におきましては、第６期介護保険事業計画

において、平成29年度から当該事業をスタートさ

せることとして、現在その準備を進めているとこ

ろでございます。 

  新しい事業では、これまで要支援１・２の方を

対象に行っていた訪問介護、通所介護と、認定を

受けていなかった方を対象とした予防事業を介

護予防生活支援サービス事業として一つにまと

め、個人の状況に応じて多様なサービスを提供す

ることが可能となります。サービスの内容は、市

町村の実情に応じて定めることとなるため、市内

の各介護事業所等と介護資源を洗い出し、提供可

能なサービス、必要なサービスなど幅広い視点か

ら内容を詰めているところでございます。現在は

まだその詳細については固まっておりませんが、

平成29年４月からのスタートに向けて、今後詳細

を詰めていきたいと考えております。 

  続きまして、介護サービスが低下することはな

いかという御質問にお答えいたします。 

  新しい事業では、多様なサービスが提供される

こととなり、そのサービス内容は市町村で定める

こととなっております。具体的には、通所介護、

訪問介護などの現行相当のサービスのほか、緩和

した基準によるサービス、住民主体による支援サ

ービス、短期集中予防サービスなどを創設してい

くこととなります。各個人の状態に応じた適切な

サービスを提供することが可能となりますが、基

本的には現行相当のサービスは残したままでの

移行を考えておりますので、本市において介護サ

ービスが低下するということはないと考えてお

ります。 

  続きまして、いきいきデイサービス事業の待機

者についてお答えいたします。 
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  いきいきデイサービスにつきましては、現在す

こやかセンター及びコミュニティセンター９カ

所の合計10カ所において行っております。今年度

４月１日におきまして、定員200名に対し申請が

269件ございました。結果69名の方が待機者とな

っておりましたが、５月に定員を18名ふやしまし

て、定員を218名にしましたことや、参加者から

介護認定を受け、介護サービスに移行された方も

おられたこともありまして、現在の待機者は48名

となっております。 

  待機者の人数を減らすためには、現在10カ所あ

る会場をふやすことや、送迎用のバスをふやした

り、あるいはハード的な問題、それから指導員の

確保など人的な問題があり、即座に対応すること

は困難であると考えております。しかし、高齢者

の動作の訓練や食事、語らいの機会として行って

いる事業でありまして、先ほど述べました介護予

防の観点からも必要な事業であると考えており

ます。待機者の少ない会場と多い会場との地区割

りの調整など、さまざまな方策の中で多くの方に

参加していただけるようにしてまいります。 

  続きまして、認可外保育施設事業費補助金につ

いてお答えいたします。 

  認可外保育施設への補助としましては、山形県

認可外保育施設すこやか保育事業費補助金、認可

外保育施設事業費補助金及び認可外保育施設の

衛生・安全事業費補助金と３つの補助金を米沢市

から交付しております。このうち、すこやか保育

事業補助金につきましては、入所している就学前

の児童の処遇向上や、保育衛生環境向上、保育従

事者の質の向上など、それぞれ要件を満たす施設

に対してそれぞれの補助率を乗じた補助金が交

付されております。多子世帯の保育料軽減につい

ては保護者に交付されますので、施設への補助額

としては総額で約2,000万円の補助額となってお

ります。このすこやか保育事業費補助金につきま

しては、県と市が２分の１ずつ負担しております。

このすこやか保育事業費補助金に加えて、平成26

年度までは運営費補助の意味合いで、小規模保育

事業費補助金を市単独で交付しておりました。施

設への補助額としては、１施設当たり平均して40

万円程度で、総額で約400万円の補助額となって

おりました。 

  しかしながら、平成27年度予算編成作業におき

まして、本市の厳しい財政状況もあり、市単独補

助金については抜本的な見直しを行うこととな

りました。市単独補助金の見直し作業におきまし

て、本市としましてはすこやか保育事業費補助金

の補助要件を満たさない施設に対する乳幼児の

処遇向上についても、新制度の動向に注視しつつ

補助をしていく必要があると考えまして、その部

分を補う補助として小規模保育事業費補助金を

検討したところであります。 

  補助金の名称につきましては、昨年４月からス

タートした新制度対象の小規模保育事業との誤

解を避けるため、認可外保育施設事業費補助金と

変更したものであります。 

  補助の内容につきましては、運営費補助の部分

につきましてはすこやか保育事業費補助金の対

象とならない施設を対象として増額するととも

に、新たに健康診断に要する経費を補助する児童

健康診断支援費を設けました。さらに、小規模保

育事業費補助金で交付しておりました施設維持

費につきましては、全ての認可外保育施設に同額

で交付することとし、保育従事者の研修費につい

ても補助額を増額して、全ての認可外保育施設に

対して交付することとしたところであります。 

  施設への補助額につきましては、減額になった

施設と増額になった施設がございますが、総額で

約220万円の補助額の見込みとなっているところ

でございます。 

  このように、認可外保育施設事業費補助金につ

きましては、内容を見直しして、目的に沿った補

助金としたところでございます。 

  私からは以上でございます。 

○海老名 悟議長 大河原教育長。 
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  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 初めに、小中学校の普通教室

におけるクーラーの設置について、進捗状況をお

答えいたします。 

  小中学校の普通教室における望ましい室温につ

きましては、平成22年３月に改定されました学校

環境衛生管理マニュアルにおいて、夏期では30度

以下が望ましく、最も望ましい室温は25度から28

度とされております。 

  本市におきましては、平成25年から３カ年にわ

たり、普通教室の室温調査を行ってまいりました。

初年度である平成25年は、調査期間が短く、また

平成26年は冷夏であり、例年の室温状況とは大分

違った状況でございました。さらに、平成27年に

は第四中学校の新設もあり、より正確なデータを

得るために３年間測定を行ったところです。 

  調査の結果から、先ほど述べました学校環境衛

生管理マニュアルで望ましいとされた30度以下

ではなかった日について御報告します。 

  室温が30度を超えた日が一番多かった年度は平

成27年度で、一番多い学校で16日、一番少ない学

校では４日でした。また、最も望ましいとされる

25度から28度を超える日となりますと、一番多い

学校で32日、一番少ない学校では７日でした。こ

の結果、30度を超えた日数が多い学校と少ない学

校とでは12日の差、28度を超えた日数の差は25日

ありました。平成27年６月議会において答弁いた

しました各学校からの要望にばらつきがあるこ

との理由の一つになっているものと考えられま

す。 

  このことから、全ての学校の全ての普通教室に

設置するのではなく、必要とされる教室を具体的

に検討してきましたが、学年をどの階に置くか、

毎年の学級数の増減にどう対応するかなど、幾つ

かの課題が出てまいりました。そこで、より実現

可能な方向性として、普通教室より先に共用スペ

ースに設置する方向でどうかということで、検討

を進めたいと考えております。 

  なお、全ての小中学校の保健室には既にエアコ

ンが設置されておりますので、ぐあいが悪くなる

前に自分の体調の変化に気づき、申し出るように

指導を徹底していきたいと思っております。 

  続きまして、準要保護児童生徒への就学援助に

係る入学準備金の支給時期について、本市におい

ても早期支給が可能ではないかという御質問に

お答えいたします。 

  準要保護児童生徒の保護者に係る就学援助につ

きましては、４月に申請を受け付け、６月までに

認定を行い、７月、10月、３月にそれぞれ支給を

行います。認定は翌年度に自動更新されるもので

はなく、毎年度４月に申請を行うこととなります。

そのため、中学校１年生に対する新入学生徒学用

品費については、小学校６年生の３月時点での支

給は行わず、４月に申請を受け付けてから７月に

支給を行っておりました。 

  全国では、小学校６年生の３月時点で支給を行

っている自治体もあり、それらの自治体の実態を

聞き取り等で調査を行いました。 

  初めに、板橋区が３月に支給を行っているとの

ことで、その取り扱い方法をお聞きしたところ、

現在認定を受けている小学校６年生の保護者を

対象に、中学校入学時に必要な学用品費の支給を

３月に行っているとのことでした。同区では、当

該生徒が４月に中学校へ入学後、保護者の認定が

できなかった場合や、同区以外への転出を行った

場合でも、返還請求を行わないとの回答であった

ため、本市では市税の適正な運用の観点から、事

前支給を行わない方針でありました。 

  このたび情報提供された新潟市においては、平

成27年度より小学校６年生の３月時点での支給

を行っており、その支給の条件については先ほど

の板橋区と同じでありました。しかしながら、４

月に認定をできなかった保護者や、同市以外への

転出を行った場合については返還請求を行うと

の回答でありました。そのため、改めて今後同市

に詳細な聞き取り等の調査をさせていただき、本
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市のケースに当てはめて、事前支給が可能かどう

かを検証・確認させていただきたいと思います。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

  〔須佐達朗総務部長登壇〕 

○須佐達朗総務部長 私からは、７項目めの消防団

への小型ポンプ積載用の軽トラック配備につい

てお答えいたします。 

  米沢市消防団は、平成28年度当初で947名の団員

となっているところであります。ですが、その就

労形態につきましては企業に勤める方がほとん

どでありまして、サラリーマン化が進み、農業を

自営として営んでいる方が少ない状況となって

きております。そのため、軽トラックを購入され

ている方が少なくなっている状況となっており、

小型動力ポンプを運搬する軽の積載車につきま

しては課題となっているところでございます。 

  なお、現在米沢市消防団に配備されております

小型動力ポンプや車両につきましては、小型動力

ポンプが84台、消防団本部広報車が１台、消防ポ

ンプ自動車が８台、消防ポンプ積載車が21台であ

ります。 

  消防団の施設整備、それから活動用資機材等の

装備につきましては、年次計画によりまして老朽

化した小型動力ポンプ、そのポンプ庫の建てかえ、

それから小型動力ポンプの更新を進めるととも

に、消防車両につきましても25年以上経過する車

両を対象として更新を計画しているところでご

ざいます。 

  そこで、小型動力ポンプを積載する軽トラック

でありますが、先ほど申し上げましたように団員

のサラリーマン化が進んでおります。それから、

消防団活動への参加率が市内各地区によって大

きな違いが見られる状況が生じていると。そうい

ったことから、今後消防団本部と消防団組織全体

の見直しも念頭に置くなど、さまざまな観点から

協議や検討が必要だと考えております。したがい

まして、もう少し時間を頂戴したいと考えている

ところでございます。 

  先ほど議員からは具体的にはいつごろかという

御質問がございました。先ほど申し上げましたが、

消防ポンプ自動車が平成30年度、それから消防ポ

ンプの積載車については31年度に25年を迎えて

更新が必要になってくる年度に当たります。そう

いった年度を迎えるに当たりまして、団所有の軽

トラックの代替についてもあわせて検討する必

要があるわけです。したがいまして、年数が早く

到達したからそちらを先にかえるというのでは

なくて、全体的な車両計画を消防組織全体の組織

の検討とあわせまして検討させていただきたい

という意味で、前回も２年ほどの期間をいただき

たいと御答弁申し上げたところでございます。 

  それから、軽トラックについて借り上げ車、あ

るいは自前の場合には支援が必要ではないかと

いう御質問もいただきました。これについては、

購入までにもう少し期間がございますので、この

期間の中でさまざま検討させていただきたいと

思っております。 

  以上です。 

○海老名 悟議長 高橋壽議員。 

○２１番（高橋 壽議員） 質問順が違うかもしれ

ませんけれども、よろしくお願いします。 

  今、最後の消防団の軽トラックの件ですけれど

も、全体の計画については団の編成、それから車

両の更新時ということで、それにあわせて再検討

が必要だというお話だったので、前回と同じだと

思いますけれども、後段の借り上げ車といいます

か、問題提起いたしました、既に団で所有してい

る軽トラックがあるわけですよね。数は多くはあ

りませんけれども。あるいは個人の方から出動時

あるいは訓練時にお借りして、それでやっている

というものについては、何ら支援もないし、その

車については全くの個人車を消防団の活動に使

っているという実態があるわけで、ここについて

は平成31年の団編成等全体の車両計画の変更時

期とあわせてということではなくて、この問題に
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ついては先行して議論していく必要があると私

は思うんですよね。具体的に申し上げますと、当

局にも既に申し上げておりますし、消防団からも

具体的にどこの団のこの車両というのが出てい

ると思いますけれども、第10分団については既に

軽トラックを購入して、更新というか買いかえな

ければならないんだけれども、その買いかえをど

うするかと。あるいは日常的な維持費というのは

団員の、あるいは消防協会の運営費から出してい

るということになっているわけですね。そういう

ところが考える必要があると思います。基本的に

は、消防団の活動で使う資機材については米沢市、

行政が持つというのは私原則だと思うんですよ。

だから、かつてはそういう今までと同じように個

人所有の軽トラックを御厚意でお借りしてとい

うことも通用したのかもしれませんけれども、火

事の現場で何が起こるかわからない、そういうこ

とも考えれば、やはり行政できちんとこの軽トラ

ック、個人所有のものを個人所有としない、そう

いう対応が求められていると思いますので、この

件については別個至急検討をお願いしたいと思

いますけれども、いかがでしょうか。 

○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 現在、個人所有の軽トラック

を現場あるいは訓練等でポンプの運搬に使って

いるという話はお聞きしてございます。その場合、

ほかの分団の方がどのようなことをなさってい

るかということを実は確認してございません。ほ

かの分団の方でも、やはり軽トラックを所有され

ている方がいらっしゃって、運搬に使っていると。

そうしたときに、要請があった分団だけに優先的

にというか早い者順という形になるのかと思い

ますが、そんなことで軽トラックを充てることが

いいのかどうか。やはりここは消防団力と言って

いいんでしょうか、消防力の整備ということで、

ほかの消防ポンプ車とあわせて、団員数も含めて

全体的に検討していく必要があるのではないか

ということでございます。したがいまして、大変

古い軽トラックで今にも壊れそうだなんていう

話もお聞きしているところではございますが、も

うしばらくお待ちいただきたいと思っていると

ころでございます。 

○海老名 悟議長 高橋壽議員。 

○２１番（高橋 壽議員） 団全体の状況で、１分

団のある軽トラックだけ先行してというのはな

かなか難しいのではないかという判断だと思い

ますけれども、そこは消防団とよく協議をして、

消防団のほうで折り合いがつくんだということ

になれば、それはそれで対応できると思いますの

で、今答弁された団の中のさまざまな先行してや

ることが問題として出てくるのではないかとい

う、そのことも含めて消防団と協議していただい

て、第10分団の問題はちょっと検討していただき

たいと思います。それはできますよね。そういう

ことであれば。 

○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 消防車両の更新、資機材も含

めてですが、そういった時期というのは消防車両

の場合25年、それが平成30年度には必要になって

きます。そうしたときに、今後平成30年度以降消

防団組織というものがどうあるべきかをきちん

と議論した上で、今必要だとしても何とか間に合

わせていただけるのであればしばらく待ってい

ただいて、根本解決を図りたいと思っております。

ですので、そういった意味での時間をいただきた

いというお願いでございます。 

○海老名 悟議長 高橋壽議員。 

○２１番（高橋 壽議員） 第10分団の軽トラック、

出動訓練時に、古いトラックなので、いつ何どき

故障というかアクシデントが出るかわからない

というのは、火事の現場を目の前にしてトラック

がとまって運べないという事態で火災に対応で

きないということであれば、消防団としての意欲、

名誉、全て失うということになりますので、そう

いうことも含めて検討していただきたいという

話でしたので、よろしくお願いしたいと思います。 
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  ことし28年度の市政運営方針を市長出されまし

たけれども、ずっと読みましたら、消防団員が活

動しやすい環境というところが３行ぐらいあっ

たんですよ。団員の確保、それから消防団の活動

しやすい環境をきちんとやっていくと。改めて27

年度、26年度の市政運営方針を読みましたけれど

も、そういうものは一言もなかったので、注目し

て見て、私が申し上げたことも含めて団員の募集、

それからそういうふうにできれば環境を整える

ということで、その部分については意欲的な市政

運営方針だなと、そういうふうに感じておりまし

たので、ぜひ市長のほうでも御検討いただきたい

ということを申し添えておきたいと思います。 

  次に、クーラーの件をお聞きいたします。 

  先ほどの答弁ですと、初めて普通教室に設置し

ていきたいと、特定した普通教室に設置していき

たいけれども、まず共有スペースからという新た

な提案が教育委員会から出てきましたね。なぜ共

有スペースからという提案が出てきたんですか。

私は一度もそんな提案をしたことはありません

し、学校現場のほうから共有スペースからという

御意見、御要望が出てきたということなんでしょ

うか。思うに、普通教室の調査をしてきたわけで

すので、共有スペースについての調査なんか一度

もしていませんよね、今まで。改めて共有スペー

スの温度調査をしていくということですか。文科

省の適正温度の指標というのは、共有スペースに

ついては具体的には温度設定というのはなかっ

たと思います。普通教室に準じてということはあ

るのかもしれませんけれども、具体的に文科省で

指定しているのは普通教室の夏場の適正温度と

いうことで、温度については各自治体で調べて、

それに適するような環境をつくれということを

言っているわけですよ。だから、私は順番立てと

して共有スペースのほうが設置しやすいさまざ

まな物理的な条件、つまり前から教育委員会でお

っしゃっている配電盤とかその他電気系統の配

備とか、そういう物理的なことでしやすいんだと

いう状況、それから子供たちがかなりの時間数を

共有スペースで学んだり、あるいは生活する時間

があるという判断でということであればわかり

ますけれども、まずこれまでの議論を積み重ねて

きて、突然共有スペースからという話はちょっと

いただけないと思うんですね。まず普通教室は特

定したんだから、そこの普通教室についてどうす

るんだということを答弁していただいた上で、そ

の上で共有スペースについてはこういうふうに

考えましたと、だから共有スペースについて設置

していきたいと。ついては普通教室と共有スペー

スについては共有スペースのほうを先行してや

りたいという話だったらわかると思うんですよ

ね。その辺のところをもう一度お答えいただけま

すか。 

○海老名 悟議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 エアコンの件ですけれど

も、先ほど教育長の答弁にもありましたが、３年

間計測を行いまして、一番正確な、暑い夏でした

平成27年度のデータが出てきたところです。先ほ

どありましたが、30度を超している日数も多いで

すので、やはりエアコンの設置というのは考えて

いかなければならないと思っております。 

  普通教室の件になりますけれども、各学校から

の要望、小中学校の校長会等の要望を見ますと、

事務室、校長室、中学校へというような要望があ

りました。そこで、では中学校の普通教室と考え

ますと、100学級ございます。各学校によっても

ばらつきがあったり、１階と３階でばらつきがあ

ったりということで、一律全部というのはなかな

か難しいということで、では次にほかの自治体等

でやっているようにまず中学校３年生からとい

うことも考えてみました。ただ、３年生の教室が

必ず３階にあるわけでもなく、１階にある場合も

あるし、年度によって変わる場合もあります。ま

た学級編制によって、ことしは４クラスだけれど

も来年は５クラス、または３クラスということも

ありまして、なかなか特定できない状況にありま
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す。 

  だとすれば、まずなかなか長く毎年こうやって

エアコンについてはかったり、答弁しているわけ

ですけれども、現実的に一番可能なところとすれ

ば全員が使える特別教室から、まず暑い学校から、

その学校の状況に応じて設置してはどうかと考

えております。例えばパソコンルームについては、

26学校中16学校にエアコンが入っております。入

っていない学校が10校あります。図書室について

は、８校しか入っておりません。ということを考

えますと、各学校にそれぞれエアコンが少しずつ

入ってはいるんですけれども、それもまちまちで

あるということを考えますと、まず具体的に今年

度は、特別教室の温度というところははかってお

りませんので、気温が高かった学校で１室、共有

スペースで子供たちが使いやすいところにエア

コンを設置するとすればどこの部屋がいいのか、

それを検討していただいて、具体的にその部屋に

設置するとすれば見積もりをとったりするなり

して、具体的に設置に向けての調査研究をしてい

きたいと、そんなふうに考えております。 

○海老名 悟議長 高橋壽議員。 

○２１番（高橋 壽議員） 今の答弁を聞きました

ら、共有スペースというのは私は教室と教室があ

って、例えば学年集会とか何かをやる共有スペー

スだと思ったんですよ。違いますよね。特別教室

のことですね。特別教室というのは、前から設置

するということで進めてきた話でしたよね。大体

特別教室はコンピューター室なんかはつけ終わ

ったという答弁を踏まえて、じゃあ次は普通教室

ではないかという話をしてきたんですよ。きょう

の答弁ですと、何か全く普通教室についてはゼロ

に戻ったという話ですよね。調査前の時点に。そ

れではちょっとまずいんじゃないでしょうか。コ

ンピューター室とか特別教室は、そこから先にク

ーラー等は設置していきますという話で、大体設

置はしましたという答弁を今までいただいてい

たんですよね。その上でじゃあ次は普通教室では

ないかと。 

  そして、先ほど中学校３年生からほかの学校で

やっているのでという話でしたけれども、私はこ

の間、私の認識で質問してきたのは、やはり体力

が一番弱い小学校低学年だと思っていました。そ

この教室から設置すべきではないかと思ってい

ました。なぜ中学校３年生なのかよく理解できな

いでいるわけですけれども、もう一度改めて、ち

ょっと認識が違い過ぎるし、この間の議論の到達

点から全く外れた答弁をいただいていますので、

改めて教育委員会としてこの間の議会での私と

のやりとりの到達点を確認していただいて、もう

一度どこか別の機会に答弁をいただけますか。ち

ょっと違うと思います。ちょっと残念ですね、こ

ういう答弁をいただくのは。よろしくお願いしま

す。 

  次に、就学援助制度、入学準備金についてお伺

いします。 

  答弁をいただきました。それで、板橋区で実施

している事例の場合はこうこうこうだと。それで、

最終的には転校生徒なんかが出た場合に支給し

たお金を返還請求しないということはなかなか

米沢市ではできないということで、そういうこと

はやれないと。それから、新潟市の場合は３月に

支給しているけれども、転校した場合は償還して

もらうということなので、何とかやれそうかなと

いうことで、改めて新潟市のほうに問い合わせて

みたいというお話でしたね。ぜひ新潟市に問い合

わせていただきたいと思いますけれども、先ほど

壇上で第１回目の質問で御紹介いたしましたし、

当局も御承知の上だと思いますけれども、11日の

南陽市の市議会で教育長は入学前に支給できる

ように検討を進めておりますと答弁して、市長は

この９月もしくは12月に補正予算を組まなけれ

ばならないわけですね。３月に支給するとなると。

前倒しして、次年度に国から来るお金をいわば立

てかえ支給するわけですから、それを補正で計上

すると答弁しております。だから、南陽市ででき
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ることを米沢市、同じ管内の教育委員会で、例え

ば新潟とか青森とか他県とか何かであれば仕組

みが若干違うのかもしれません、やり方が。でも、

南陽市とはほとんど違わない、全く同じやり方で

やっていますので、米沢市でもやれるのではない

かと思います。 

  そこで、これまでもできない理由の一つという

か、一番大きな理由としては、先ほども答弁があ

りましたように３月に支給した場合に４月にな

って転校したというときに、じゃあその転校され

た方から返還してもらうかどうか、そんなことは

できないんじゃないかというお話で、難しいと答

弁されたと思うんです。私はあえてお聞きしませ

んけれども、そういう生徒さんはどれだけいるの

かというところなんですよね。もし数を押さえて

おられれば教えていただきたいわけですけれど

も、３月末ぎりぎりに転校する、そういう方は何

らかの特別な事情というか、お父さんお母さんの

お仕事の事情でそういうケースもあるかもしれ

ませんけれども、転校するということがわかるの

は大体年が明けてから会社から内示を受けると

か、そうやって転校先の教育委員会にも、あるい

は米沢市の教育委員会にも話をしながら、事を進

めていくわけですね。そして子供さんの制服とか

学用品とかを、ちゃんと転校先の入学式に間に合

うように準備するわけですね。そして米沢市の３

月十何日の小学校の卒業式には転校先の制服で

臨めるようにもしていくわけですよね。だから、

私は余りそういう方はいらっしゃらないと思い

ます。それで、前もってそういう御事情であれば

返還してもらうこともありますよとお話しすれ

ば、それは納得していただけない話でもないと思

うんですよね。お返ししませんという話でもない

と思います。だから、やはりこれは生活が厳しい、

就学援助をいただいている御家庭のことをよく

もう一回お考えの上で対応していただきたいと

思いますので、きょうはその辺にとどめておきま

すので、来年度からやれるかやれないか、そこだ

け早く御検討ください。先ほど申しましたように、

南陽市でやる、米沢市ももし来年度からやるとし

たら、それには９月あるいは12月の議会で補正を

組まなければなりませんので、できれば９月の議

会までにどういうふうにするのか改めて御返答

いただければと思います。どうでしょうか。 

○海老名 悟議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 就学援助については２種

類ございまして、一つは生活保護を受けてらっし

ゃる御家庭のいわゆる要保護児童につきまして

は、社会福祉課のほうから３月１日に入学準備金

として出されております。今お話しになっている

のが準要保護と言われている各自治体の施策に

なります準要保護児童生徒の新入学児童生徒学

用品費についてだと思います。南陽市の例を詳し

く調査しておりませんので、なかなか言えません

けれども、新潟市のほうに聞いてみましたら、私

も考えたんですが小学校６年生については把握

がしやすいと。６年生の３月の時点というのは把

握しやすいと思いますけれども、小学校１年生は

実施していないということでした。どういうこと

かと申しますと、私も小学校にいたのでわかるん

ですけれども、２月くらいの一日入学のところか

ら就学援助制度がありますよという御案内をし

まして、それから保護者の方が申請をすると。や

っと４月にそろうというようなことで、準要保護

の認定につきましてはやっぱりずれ込むようで

した。ただ、絶対できないわけではありませんの

で、就学援助の制度を早目に周知して、手続を早

目にしていただくということで、３月時点での認

定ができるのかなというふうには思いますけれ

ども、具体的にはそのスケジュールの点でも大分

変わってきますので、改めて南陽市ですとか新潟

市のほうのやり方について調べたいと思います。

以上です。 

○海老名 悟議長 高橋壽議員。 

○２１番（高橋 壽議員） 南陽市の場合は教育長

が答弁しているということなので、この事業は教
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育委員会管轄ですので、そういう対応をまずする

という話だと思います。 

  それから、聞き取りのときに御紹介いたしまし

たし、当局担当者のほうでもおわかりだと思いま

す、６月24日に参議院の文教科学委員会で私ども

の衆議院議員田村議員がこの問題を取り上げま

して、文科省のほうでは初等中等教育局長が「児

童生徒が援助を必要とする時期に速やかに支給

できるよう十分配慮するよう通知をしているが、

改めて市町村に引き続き働きかけていく」と。既

に必要な時期に、つまり入学準備金については入

学前に支給できるようにと通知しているけれど

も、改めてそういう質問をされましたということ

で、引き続き改めて各市町村教育委員会に要請し

ていくという答弁もされておりますので、ぜひよ

ろしくお願いしたいと思います。 

  次に、いきいきデイサービスの待機者の問題に

ついてお伺いします。 

  すぐには対応できないというお話でしたけれど

も、現行48名の待機者の方がいますけれども、そ

うしますとこれはいつ解消する予定なのでしょ

うか。来年の総合事業の中で対応するという話で

すか。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 いきいきデイサービスに

つきましては、総合事業の中に今度含むこともで

きると考えております。先ほど申し上げたように、

総合事業についてまだ詳細は決まってございま

せんが、そういった中で拡大できれば解消できる

かとは思いますが、現在先ほど申し上げましたよ

うに10カ所の会場でやっているわけですけれど

も、そのうちの９カ所について定員を２名ずつふ

やすということで、可能な限り、できるところは

実施したところでございます。これから実際の場

所をふやすとか、あるいは人員をふやしたりとい

うことでないと、なかなか一気に48名を解消する

というのは難しいこともありますので、そのあた

りも今後検討していきたいと思っております。 

○海老名 悟議長 高橋壽議員。 

○２１番（高橋 壽議員） ちょっと何かはっきり

しない答弁ですけれども、現在48名の方が待機者

になっていると。この48名の方はいつ待機状況で

なくするという話なんですか。検討したいという

話ですけれども、今年度中に検討して、場所やあ

るいは人員の確保をして対応していくという話

なんですか。それとも来年４月から始まる総合事

業の中で解消できるようにしていきたいという

お話なんですか。そこをはっきり答弁お願いしま

す。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 先ほど申し上げたような

送迎用のバス、その他いろんな事情がございます

ので、今年度中あるいは来年度４月からすぐ48名

を解消できるというふうには考えてございませ

ん。先ほどの総合事業につきましても、いろんな

ほかの事業とのかかわりもございますので、デイ

サービス事業をどれぐらいの規模でできるか、そ

のあたりも今後の検討を要するところでありま

す。 

  あと、先ほども最初に申し上げたところなんで

すが、中には介護保険のほうのデイサービスに移

行される方もどうしても出てまいります。そうい

ったこともございますので、昨年までの待機者の

状況を見ますと年度内にある程度の人数は少な

くなっている状況がございます。 

○海老名 悟議長 高橋壽議員。 

○２１番（高橋 壽議員） 待機者の中には介護保

険のサービスのほうに移行することになる方も

いるというのは、介護度が高くなるというか介護

度が進んだ方が介護保険のほうに移行するとい

う話でしょう。いきいきデイサービスというのは、

そういうふうな状況にならないようにというこ

とで、健康なお年寄りのためのデイサービス事業

でしょう。それは全くおかしな話ですよね。お元

気な方がお元気なままで過ごしていただくため

の事業なんですよ。それが介護が必要になった方



- 46 - 

が介護保険を使うようになるからそれは待機者

が減っていくでしょうという話はちょっとおか

しな話であって、まず今年度すぐにはできないと

いうふうにしたら、来年度以降どれだけの利用者

があるのかというニーズ調査をする必要がある

と思うんですよ。その上で、来年度どれだけふや

さなければならないのかという見込みをとって、

その上で場所なり人員をどう確保していくかと

いう作業を大至急すべきじゃないでしょうか。 

  私が相談を受けたのは、91歳のおばあさんです。

お元気で、介護保険を一度も使ったことがない、

介護認定も受ける必要がないという。もう91歳だ

から、お友達は大体亡くなっている方が多いんで

すよ。そういう中で、週１回のこのいきいきデイ

サービスに行って、お知り合いの方とおしゃべり

をして、楽しく過ごすというのが彼女の生きがい

なんですよね。御家族にとっても、そういったお

ばあちゃんが長生きしてくださいということを

してほしいという願いを持って家を出してやる

わけですよ。その方が、待機者になって行けなく

なったと。家に閉じこもってしまうと。いつ介護

度が高くなるか心配だとおっしゃっているわけ

ですよ。その声にやっぱり応えていく必要があり

ませんか。ぜひ対応していただきたいと思います。 

  時間がなくなりましたので、１番目の療育セン

ターを県に要望する、これは非常にかれこれ20年

来の要望事項です。しかし、県政の課題になって

いかないというところが問題で、先ほど米沢市の

さまざまな関係者の協議会あるいはネットワー

ク、あるいは医師会の皆さん方の御意見を聞きな

がら進めていきたいと。ぜひお願いしたいと思い

ます。それで、その協議会なりネットワーク、あ

るいは医師会の御意見を伺うというその作業を

きちんとやれるかどうか、そしてやった成果をき

ちんと県に伝えていけるかどうかというのが非

常に私大事だと思います。その時々、会があって

集まったときに、何とはなしにそういう要望につ

いてお話をして報告をする程度ではなくて、やは

りこういう団体と一緒に、こういう団体がいわば

要望実現のための推進部隊になると。当事者の皆

さん方の意見がやっぱりストレートに県に伝わ

っていくということをやらなければ、県政の課題

にするなんていうことにはならないと思います。

当事者の皆さん方の本当に日々切実な思いとい

うか声をぜひきちんと、重要要望事項であれば重

要要望事項にふさわしい形で県に伝えていただ

きたいと思います。 

  総合事業についてはいろいろ課題があるんです

けれども、現行サービスを残す、介護サービスが

低下しないという一言をお聞きしましたので、そ

うなったらこれは厳しく追及したいと思います。 

  それで、全国の事例では、介護サービスが低下

したというのは提供する事業所側にとっても報

酬単価が下がったということで、経営的に大変だ

という話もありますので、ぜひ御検討いただきた

いと思います。 

○海老名 悟議長 以上で21番高橋壽議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

  再開を２時10分といたします。 

 

午後 ２時００分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時１０分 開  議 

 

○海老名 悟議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  次に進みます。 

  一つ、ユニバーサル社会を目指して外１点、４

番小島一議員。 

  〔４番小島 一議員登壇〕（拍手） 

○４番（小島 一議員） 明誠会の小島一です。 

  平日にもかかわらず傍聴にお越しいただきまし

たことに、まずもって御礼を申し上げます。あり

がとうございます。 



- 47 - 

  かつて上杉鷹山公は、第９代藩主になられる際、

「受け継ぎて 国のつかさの身となれば 忘る

まじきは民の父母」と決意され、藩政につかれま

した。現代語で言えば、父母が子を養うがごとく、

民衆のために尽くすということだと思います。図

らずも、このたびの米沢市の重点要望書におきま

しても、この文言が表紙に引用をされておりまし

た。私も、このような思いを持って、市勢発展、

市民福祉の向上に真っすぐに取り組んでまいる

所存でございますので、当局の皆様も市民の方々

を思い、答弁をしていただければと思います。 

  私のこのたびの一般質問は、大きく２点につい

てお伺いいたします。 

  まず１つ目ですが、「ユニバーサル社会を目指

して」です。 

  ユニバーサル社会を定義づけようとしますと、

年齢、性別、国籍、障がい、文化などの違いにか

かわりなく、誰もが地域社会の一員として支え合

う中で、安心して暮らし、一人一人が持てる力を

発揮して、元気に活動できる社会となるのではな

いかと理解をしております。 

  「障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律」、いわゆる障害者差別解消法が制定され、

本年４月１日から施行されました。内容を見ます

と、まさにユニバーサル社会実現を促すようなも

のであると私は理解をいたしております。思いや

り、助け合い、優しさなどを大切にすることで、

互いを認め合い、誰もが活動できる社会になり、

新たな価値が創造されていくのではないかと感

じております。 

  そのような社会を構築していくために重要な助

け合いを具体的な制度として取り組んできてい

る認知症サポーター制度や、キャラバンメイトな

どの本市における取り組みはどのように進んで

いるのでしょうか。また、今後新たな取り組みと

して障がいを持たれている方々をサポートする

ようなものがあれば、お知らせください。 

  次に、バリアフリーのまちづくりについてお伺

いをいたします。 

  現在、国内には788万人の障がいを持った方がい

ると言われております。さらには、車椅子を使っ

ている方々も国内に200万人いると言われており

ます。後期高齢者の方々を合わせますと、いわゆ

るバリアフリーを必要としている人は4,000万人

以上とも言われております。 

  本市では、まちづくり総合計画や都市計画マス

タープラン等においてコンパクトシティー化を

目指すとしておりますが、計画策定におけるユニ

バーサルデザインやバリアフリーの考え方はど

のように盛り込まれていくのか、また公共施設等

総合管理計画や適正規模・適正配置など今後策定

される計画の中にどのような視点や考え方でバ

リアフリーやユニバーサルデザインを取り込ん

でいくのか、現在のお考えをお知らせください。 

  次に、ソフト面に当たる心のバリアフリーにつ

いてお伺いいたします。 

  障がいを持った人は、現状の社会では残念なが

らコミュニティーが孤立していると言わざるを

得ません。健常者との相互理解が深まらず、小さ

なコミュニティーで活動をされているのが現状

です。 

  先日、南陽市を拠点に活動している市民団体「グ

ラッティテュード」代表の加藤さんの講演を聞く

機会がありました。加藤さんのお話を引用すれば、

まずするべきことは障がい者について知っても

らうこと、これが最重要であるとのことでした。

障がいを抱えている人、高齢者、健常者、それぞ

れが相互に理解を深めれば、そこに生活する人々

がともに手を差し伸べて、社会を構築していける

のではないかと思います。 

  確かに自分自身の過去を振り返ってみても、学

生時代までは障がいを持った方との接点はほと

んどなく生活をしていたように記憶をしており

ます。知らない世界に飛び込むには、勇気も知識

も必要であります。しかしながら、幼少期よりそ

ういった方々と触れ合うことが当たり前である
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という生活をしていれば、何も身構えることなく

対応ができると思います。 

  バリアフリーとは、障壁を取り除き、生活しや

すくすることです。心の障壁を取り除き、誰もが

生活しやすいまちをつくっていくために、例えば

障がいのある人との交流を学校の教育カリキュ

ラムに盛り込むことなど、健常者との触れ合いや

共同事業などの取り組みをこれまでしてきたの

か、また今後どのように取り組んでいくのか、お

考えをお知らせください。 

  また、このような取り組みを少しずつでも進め

ていきながら、情報発信をしていくことにより、

2020年に差し迫った東京オリンピック・パラリン

ピックに向けたインバウンド観光を含めた交流

人口の増加に必ず寄与していくものだと思いま

すし、山形県においても県政課題として捉えてい

るようでございますので、今後県としても取り組

みが強化されていくものと考えております。 

  このようなまち全体として障がい者に優しい観

光都市を打ち出すことにより、新たなコンテンツ

が生まれ、新しい目線での観光ＰＲにもつながっ

ていくと思いますが、現在の考え方と今後の展望

などがありましたらお聞かせください。 

  次に、大項目の２点目、放課後児童クラブにつ

いてお伺いいたします。 

  昨年度より子ども・子育て支援法が施行され、

全国的な少子化や、生活や家庭環境の変化に対応

するべく法整備がなされました。まず、本市にお

ける放課後児童クラブの現状について、家賃補助

や処遇改善など現在なされている対応について

お知らせください。 

  また、放課後児童健全育成事業にもあります放

課後子ども教室ですが、本市においても一部取り

組みがなされていると思います。現在までの取り

組みとその成果など、ありましたらお知らせくだ

さい。 

  現在、多くの自治体では公設民営の放課後児童

クラブが主流となり、国としても小学校の空き教

室利用などを推奨しておりますが、本市において

はなかなか進んでいない状況であります。本市に

おける学童クラブは、これまでの経過からそれぞ

れのクラブで状況や運営形態が異なり、当局とし

てもいかに進めるべきか悩ましい現状にあるの

ではないかと推察いたします。しかしながら、昨

年度におきましても幾つかのクラブでは個人で

持ち出しをして運営をすることを余儀なくされ

ているところもあると伺っております。制度改正

により、各自治体が運営主体となって学童保育を

推し進めていくようになって、当局の責任が増す

一方で、その裁量権も多くの部分が各自治体に委

ねられていると認識をいたしております。 

  そういった中において、当局と施設がうまく事

業展開に向けて同じベクトルを向けていない現

状を垣間見ますと、ここはワーキンググループな

ど第三者機関を立ち上げて、方向性を示してもら

うなど、具体的な動きをとらなければならないの

ではないかと思うわけであります。このことにつ

いて、当局のお考えをお伺いいたします。 

  本来担保されるべき児童の健やかな成長のため

の環境や、放課後児童クラブを利用する保護者の

安心などが、財政的な議論ありきで進むことによ

り置き去りにされてしまうのではないかと危惧

しておられる方々がいらっしゃいます。事の本質

を外さず、最大限の努力をしていくことこそ、よ

りよい社会づくりにつながっていくものである

と確信をしております。 

  このたびの私の質問は、実は本来日本人がもと

もと持っている心の優しさや相手を思いやる気

持ちさえあれば、それほど大変な思いをせずとも

対応ができるものではないかと考えております。 

  小さな「１」を大切にする、この場合の「１」

は数字の１です。１つの行動、１人の優しさ、歩

き出す一歩など、小さな「１」を大切にし、助け

合いや思いやりで少しの不自由を解消していく、

このような形の共同のまちづくりもあってもい

いのではないでしょうか。 
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  冒頭申し上げました鷹山公の決意のような民を

思う御答弁を御期待しつつ、壇上からの質問を終

わります。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

  〔堤 啓一健康福祉部長登壇〕 

○堤 啓一健康福祉部長 私からは、１の「ユニバ

ーサル社会を目指して」のうち、バリアフリーの

ソフト面についてと、２の「放課後児童クラブの

今後について」のうち、放課後児童健全育成事業

に係る分についてお答えいたします。 

  認知症サポーターの現状と今後の展開について

お答えいたします。 

  認知症サポーターは、認知症を理解し、認知症

の方とその家族を温かく見守り、誰もが安心して

暮らせるまちづくりを住民の手で展開する運動

としまして、平成17年より実施されている事業で

ございます。 

  本市の状況としましては、平成21年６月より認

知症サポーター養成講座を開始し、平成28年３月

末現在、サポーター数は3,711名であります。こ

れは県内では山形市、鶴岡市、酒田市に次いで４

番目の養成数となっております。また、養成講座

の講師役となるキャラバンメイト数86名につき

ましても、鶴岡市、山形市、酒田市に次ぎ４番目

の状況となっております。 

  近年の傾向としまして、大学生や小中学生対象

の講座や、市内一般法人の従業員対象の講座の申

し込みがふえ、幅広い年代の方の受講がふえる傾

向となっております。 

  今後の展開としましては、引き続き養成講座を

続けていくこととあわせまして、市職員を対象と

した養成講座の開催、各種研修等を活用し、サポ

ーター及びキャラバンメイト数の増加、質の向上

を図り、より高齢者が住みやすいまちづくりを進

めていきたいと考えております。 

  続きまして、障がい者サポーターの現状と今後

の展開についてお答えいたします。 

  障がい者サポーターは、障がいのある方の特性

や必要な配慮を理解し、障がいのある方が困って

いるときに必要な手助けを実践する方々のこと

でありますが、国の制度としてはまだ確立されて

おりませんで、一部鳥取県や西東京市、熊本市等

で取り組まれているようであります。 

  県内におきましては、県によりますと先進的に

取り組んでいる自治体はまだないとのことであ

りますが、本市におきましては平成25年度から障

がい者権利擁護研修会を開催しまして、障がいの

ある方への理解の促進と、援助が必要な場面にお

ける支援について、演劇やシンポジウムを通しな

がら御理解を深めていただいているところであ

ります。本研修会では、過去３年間で延べ406名

の方に参加いただきまして、参加された方には米

沢市障がいサポーターの缶バッジを配付してお

ります。この研修会で学んだことを生かして、障

がいのある方を理解し、援助が必要な場面におい

てはその方のできる範囲内で援助していただく

ことを趣旨とした事業であります。今後は、これ

までの事業の継続に加え、出前講座や地域のさま

ざまな集まりの場を活用しての周知啓発を図っ

てまいりたいと考えております。 

  続きまして、ともに助け合うための共生社会の

実現に向けた本市の取り組みについてお答えい

たします。 

  本年４月から「障害を理由とする差別の解消の

推進に関する法律」が施行され、公的機関におけ

る障がい者への不当な差別的取り扱いの禁止及

び合理的配慮の提供が義務化されました。 

  それに先駆けて、平成27年度末には庁内各課に

本法律の概要を周知し、障がいのある方に対する

窓口での対応についてアンケート調査を行った

ところであります。 

  今後は、職員による取り組みを確実なものとす

るため、米沢市役所における職員向けの対応要領

の策定、及び職員を対象とした研修会の開催につ

いて準備を進めているところであります。 

  また、広く市民に障がいのある方の日常を知っ
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てもらうために、広報よねざわの５月１日号に特

集を組みまして、「共に生きる、共に支える―「障

がい」の今を見つめて―」と題しまして、差別の

廃止と合理的配慮の周知・啓発を行ったところで

あります。さらに、盲導犬ユーザーの生活や、声

の広報活動を行っているボランティアサークル

の紹介、小野川温泉での旅館における取り組み等

も御紹介させていただきました。 

  ともに助け合うための共生社会の実現に向けた

本市の取り組みにつきましては、まずは障がいの

ある方々を理解し、その中で自分でできるちょっ

とした心遣いを声に出す、手を添える、そんな日

常的にはささいなことから始まるのではないか

と考えております。 

  また、本市の実情に応じた差別の解消のための

取り組みを主体的に行うネットワークとしまし

て、各団体及び関係機関で構成する米沢市地域自

立支援協議会がその役割を担うこととし、本協議

会における議論を深めているところであります。 

  さらに、障がいのある方が障がいのない方と同

じように安心して地域で生活することを推進す

るために、本市独自事業の福祉タクシー券の利用

助成や、地域生活支援事業の選択事業の中から手

話通訳者の設置及び手話奉仕員の派遣、それから

移動支援、日中一時支援、相談支援などを実施し

ております。これらの事業につきましても、さら

なる充実を図って、障がいのある方々とともに助

け合うための共生社会の実現に向けた一助とな

るよう、事業の推進に努めてまいります。 

  続きまして、２の「放課後児童クラブの今後に

ついて」のうち、放課後児童クラブに交付してい

る市単独の施設借り上げ助成につきましては、放

課後児童クラブの実施者から強く要望をいただ

いておりましたので、平成23年度には月額平均家

賃７万円の10分の７としまして年額58万8,000円

を上限に、それから24年度には10分の８として年

額67万2,000円を上限として支給してきました。

平成26年度からは、10分の10としまして、年額84

万円を上限に、委託料に含めて支給しております。 

  平成26年度決算の施設借り上げの支給総額は

1,871万1,000円となっておりまして、平成23年度

決算の支給総額約1,000万円の約1.9倍となって

おります。施設数がふえたことも増額の要因では

ありますが、施設借り上げにつきましては段階的

に増額し、充実を図ってきたところであります。 

  次に、交付金の流れについて説明いたします。 

  放課後児童クラブを運営するに当たって基本と

なる補助金が、国からは子ども・子育て交付金、

放課後児童健全育成事業として基準額の３分の

１が交付され、県からは放課後子どもプラン推進

事業費補助金として基準額の３分の１が交付さ

れております。残りの３分の１を市が負担してお

ります。毎年、国、県の補助要綱が出るのが年度

に入ってからとなりまして、交付申請を行い、交

付決定が出るのは年末となることもございます。 

  このようなことから、通常の補助金の場合はそ

の後に交付となりますが、市では放課後児童クラ

ブの運営を考慮しまして、委託契約を行い、委託

料として支払いを行っております。特に年度初め

は放課後児童クラブの収入も十分でない時期で

すので、４月には前もって５カ月分相当額を支給

しております。 

  平成28年度の支払いにつきましては、委託料が

運転資金として重要であるとの要望をいただい

ておりますので、国が示す要綱による変更契約を

11月に行いまして、12月までには総契約額の全額

を前もってお支払いする予定でございます。そし

て、翌４月には実績に基づく契約変更を再度行い、

精算する予定でございます。 

  放課後児童クラブ33施設との今年度当初の委託

契約額総額は約１億7,588万円で、４月の支給額

は約7,326万円となっております。 

  現在の制度では、基本額のもととなる利用児童

数が４月から翌３月までの利用児童数の平均と

なっていることもありまして、３月末にならない

と総支給額が決まらないという状況となってお
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ります。このため、翌年の４月に実績に基づく精

算を行う必要が生じているところでございます。 

  このほか、障がい児受け入れにかかわる補助金

や放課後児童クラブの支援員の処遇改善にかか

わる補助金など、個別の各種補助金の交付につき

ましては、年度当初からその状況を把握し交付す

るのが困難であるため、国や県の交付要綱が示さ

れてからの交付となっております。このため、個

別の補助金につきましては平成27年度の場合で

は早いもので１月に交付決定を行い、同時に交付

している状況となっているところでございます。 

  続きまして、放課後児童クラブの今後を方向づ

けるための第三者による諮問機関の設置につい

てお答えいたします。 

  放課後児童健全育成事業、つまり放課後児童ク

ラブは、平成27年４月から施行されました子ど

も・子育て支援制度の地域子ども・子育て支援事

業である13事業の一つに位置づけられておりま

す。本市でも、米沢市子ども・子育て会議の委員

の方々の意見をお聞きし、米沢市子ども・子育て

支援事業計画に目標数値を定め、その推進に努め

ております。 

  この計画においては、市全体の目標数値となっ

ており、学区ごと・地域ごとの目標数値にはなっ

てございません。そのため、放課後児童クラブの

設置者の方々の御要望として、地区ごとの施設整

備に関する事業計画の必要性が上がっているの

も事実でございます。しかしながら、それぞれの

放課後児童クラブの設置者の考えや、地域、事情

などその置かれている状況についてもさまざま

でありまして、学校などの公共施設を活用した御

要望もあれば、現在の状況を望む声もあるのも事

実でございます。そのことについては、設置者及

び市ともに課題があると共通認識を持っており

ます。そのため、設置者や市だけでなく、議員御

提案の第三者による諮問機関なども有効な方法

であると考えております。 

  ただ、出生数が減少し、少子化の流れが急激に

進んでいる現時点におきましては、小学校の適正

規模・適正配置や公共施設の総合管理計画などと

の整合性など、さまざまな課題も多くございます

ので、今後の放課後児童クラブのあり方を検討す

る必要性を市としても十分理解しているところ

ではございますが、第三者による諮問機関を設け

ることにつきましては今後の検討課題とさせて

いただきたいと思います。 

  私からは以上であります。 

○海老名 悟議長 杉浦建設部長。 

  〔杉浦隆治建設部長登壇〕 

○杉浦隆治建設部長 私からは、１番目の「ユニバ

ーサル社会を目指して」のうち、公共施設におけ

るハード面での建築物や道路の歩道における取

り組み状況や課題を御紹介しながら、その対応な

どについてお答えいたします。 

  初めに、取り組み状況についてでありますが、

公共施設のバリアフリーについては「高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」、

いわゆるハートビル法と交通バリアフリー法を

統合したバリアフリー新法が制定されました。平

成18年12月の施行であります。この法律は、高齢

者や障がい者の方々などを含めた全ての人々が

暮らしやすいユニバーサル社会の実現を目指す

ものであり、移動や施設利用時の利便性を初め、

安全性の向上を促進するため、公共交通機関や建

物、公共施設などのバリアフリー化の推進を図る

ものでございます。 

  本市におきましては、新たな公共施設の整備や

既存施設の改善を行う場合には、施設ごとのばら

つきのない連続的なバリアフリー化を推進する

ため、このバリアフリー新法を基本とし、山形県

が策定しました福祉のまちづくり整備マニュア

ルなどの指針や基準に照らし合わせて事業を進

めているところであります。 

  これらの整備指針には、道路における歩道の段

差解消や有効幅員、公園内のスロープや手すりの

設置、駐車場における車椅子への対応方法等が示
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されているほか、建築物に関する出入り口の段差

の解消、手すりの設置、車椅子対応のトイレなど、

細部にわたりさまざまな基準が示されておりま

すので、基準を遵守した設計を採用し、ユニバー

サルデザインの趣旨を反映させるように努めて

いるところです。 

  課題や対策につきましては、公共建築物につい

ては旧基準で整備した既存施設を改修する場合

には改善策が構造上困難である場合が多々あり

ますが、その対策として可能な範囲でスロープや

手すりを設置するなど、建築物が新基準に極力近

づくような工夫に努め、市民の皆様が使いやすい

施設となるよう、改修工事に努めているところで

す。 

  また、歩道のバリアフリー対策の課題としては、

歩道の形式として車道面と歩道面の高さが同じ

になっているフラットタイプと、歩道面と縁石天

端を同じにし、車道より歩道面を高くし、はっき

り歩車道を分離させたマウンドアップタイプと

の２種類がありますが、マウンドアップタイプに

は車道と歩道を完全に分離できるという利点は

あるものの、出入り口ではどうしても取りつけ勾

配が急になることで大きな段差が生じたり、車道

側から民地側への出入り口が多くなると歩道面

が波打ちするような状況が発生してしまう欠点

や、歩道と車道境での段差発生などがあります。

そのような対策を講じるため、交通バリアフリー

法の施行を受け、歩道面を車道面より若干高く、

５センチメートルほどではありますが、そのよう

にし、歩車道境界の識別をしつつ、出入り口でも

円滑に移動できるように考慮したセミフラット

タイプという新たな形式が指針に加わり、おのお

のの路線状況を勘案した上で、適切な歩道形式を

採用することになりました。 

  本市においても、街路など新しく道路を築造す

る場合にはセミフラットタイプを基本として採

用する方向にしております。また、既存の歩道の

改修においては交通安全交付金などを活用し、年

次計画で進めておりますが、歩道部への切り下げ

箇所にバリアフリータイプの縁石を採用した歩

道改善事業を進めているところであります。改修

や修繕の場合には、現地合わせとなり、難しい面

も多々あるところではございますが、極力段差が

生じないよう努めているところです。 

  今後もこのようにして、各種計画を受けたハー

ド整備面でもバリアフリー新法の考えに基づい

た指針等を極力遵守していくことを基本方針と

して、公共施設の整備等を行うことにより、高齢

者や障がいを持つ方々にとっても安心・安全に行

動できるユニバーサル社会の構築に努めてまい

りたいと考えております。 

  私からは以上であります。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

  〔山口昇一産業部長登壇〕 

○山口昇一産業部長 私からは、バリアフリー観光

の推進についてお答えをいたします。 

  障害者差別解消法の施行を受けて、山形県にお

いても「山形県障がいのある人もない人も共に生

きる社会づくり条例」が施行され、「障がいの有

無によって分け隔てられることなく、相互に人格

と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現

を目指す」としております。 

  これに合わせまして、ことしの２月にはバリア

フリーによる観光推進の可能性を学び、あわせて

障害者差別解消法を理解することを目的に、南陽

市を拠点に活動する市民グループの主催による

バリアフリー観光推進山形大会や、今月２日には

山形県の主催による「障がいのある人もない人も

共に生きる社会づくり県民大会」が開催されてお

り、バリアフリーに対する意識の啓発が図られて

きているところであります。 

  こうした社会環境の変化に伴い、観光分野にお

いても障がい者だけでなく高齢者、さらには昨今

のインバウンド需要も含めた、より多くの人にと

って快適な観光地だと思っていただけるような

環境整備や受け入れ体制づくりが必要であると



- 53 - 

認識をしております。 

  まず、本市観光分野でのバリアフリー化の現状

でありますが、小野川温泉のある宿泊施設では、

「車椅子でも安心して泊まれる宿」をコンセプト

に、バリアフリー化に積極的に取り組んでいる事

例があります。また、市内で活動するボランティ

ア団体さんで作成されました市内のバリアフリ

ーマップを見ますと、その他の観光施設を初め、

飲食店等においても入り口の段差解消や自動ド

アの設置、トイレの洋式化、障がい者専用の駐車

スペースを確保する等、それぞれにバリアフリー

化に取り組んでおられるようであります。 

  これらに関する情報発信といたしましては、山

形県のウエブサイトにおいて障がいのある方や

高齢者はもちろんのこと、誰もが利用しやすいよ

うに整備された施設などを紹介する山形ユニバ

ーサルデザイン情報マップ「おでかけらくらく情

報」が発信されております。また、本市の観光ナ

ビの宿泊情報で、旅館・ホテル等におけるバリア

フリーへの対応等の可否などの情報を発信して

おります。しかしながら、まだまだ十分と言える

状況とはなっていないようであります。 

  本市のバリアフリー観光推進については、第３

期観光振興計画において、誰もが心地よく過ごせ

るようなバリアフリーの整備として、創意工夫や

配慮等で解決できるバリアフリー対策などの促

進を盛り込んでおりますので、今後一層行政と民

間が一体となって地域のバリアフリー化を促進

し、観光誘客の拡大につなげていきたいと考えて

おります。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 初めに、本市における特別支

援教育の現状についてお答えいたします。 

  障がいのある児童生徒が支援を受けながら自立

して社会生活を送ることを目指し、小中学校では

特別支援学級において一人一人の障がいの状態

等に応じて特別の教育課程を組み、それぞれの障

がいに配慮したきめ細かな教育を実施しており

ます。あわせて、言語及びＬＤ、ＡＤＨＤ等の通

級指導教室での指導も行っております。 

  また、近年、小中学校の通常学級では発達障が

いにより学習や行動面で特別な教育的支援を必

要とする児童生徒が小学校では５％前後、中学校

では３％前後の割合で在籍しております。学級担

任等が「特別な支援を必要とする」と感じている

児童生徒も増加傾向であり、一人一人に応じたき

め細やかな指導・支援の難しさが課題でもありま

す。 

  本市では、状況に応じて適応指導補助員等の配

置をしております。また、障がいに対する理解や

かかわり方を学ぶ機会を大切にし、差別すること

なく、ともに生きていくことについて、周りの子

供たちにも指導してまいりました。特に特別支援

学級在籍の児童生徒がいろいろな場面でたくさ

んの友達とかかわれるように、学習や行事の中で

交流の機会も大切にしており、大きな成果を上げ

ております。 

  特別支援学級担任だけでなく、全ての教職員が

特別支援教育に対する理解と専門性の向上を図

っていくために、教員が研修できる体制づくりも

大切だと考えます。特別支援教育にかかわって法

整備も進み、また一人一人の教育的ニーズも異な

るため、正しい理解と的確な支援をするために、

さまざまな機会を捉えて教職員への研修を実施

しております。 

  その子の持つ可能性を最大限に伸ばすことを目

指し、学校全体で特別支援教育に取り組んでおり

ますが、家庭や外部機関等との連携を図りながら、

今後とも特別支援教育の充実に努めたいと思い

ます。 

  次に、米沢市における放課後子ども教室の実施

状況とその効果についてお答えいたします。 

  放課後子ども教室は、放課後に小学校の余裕教

室等を活用し、子供たちの安全・安心な居場所を
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設け、地域の方々の参画を得ながら、子供たちと

ともに勉強やスポーツ、文化活動等を実施するこ

とにより、子供たちが地域社会の中で心豊かで健

やかに育まれる環境づくりを推進することを目

的としています。 

  平成27年度は、関小学校において放課後子ども

教室を実施しており、コーディネーター、教育活

動推進員、教育活動サポーターとして地域の住民

５名が主体となって、学校や行政と連携しながら

運営に当たっております。 

  事業費については、国、県、市がそれぞれ３分

の１ずつ負担しております。 

  具体的な活動内容につきましては、通常プログ

ラムとして月・水・金曜日の放課後２時間程度、

グラウンドや体育館で体を動かしたり、図工室で

工作などを行っており、平成27年度は年間63日開

催し、全児童16名のうち１日平均14.5人が参加い

たしました。このほか、特別プログラムとして田

植えや稲刈り、ソバまきやそば打ちなど、地域の

人材や素材を生かした自然体験活動を月１回程

度実施しております。また、米沢地方森林組合と

の共催による森林体験教室や、市の出前講座を活

用したスポーツ教室など、子供たちとスタッフが

一緒に活動内容を考え、実践することで、子供た

ちの活動意欲が増し、その学習効果も高まってい

るようです。 

  放課後子ども教室につきましては、今後とも小

学校との連携を深めながら、地域の教育力を結集

し、放課後の子供たちのよりよい居場所づくりに

努めてまいります。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 小島一議員。 

○４番（小島 一議員） 大変多くの御答弁をいた

だきまして、ありがとうございました。 

  今御答弁があった範囲だけを考えても、やはり

ユニバーサル社会というふうなものを目指す上

で全庁的な取り組みをしていかなければならな

いということを改めて感じたところでございま

す。 

  大分御答弁が多くて、時間のほうもあれですの

で、ちょっと順不同になるかもしれませんが、お

伺いをしていきたいと思います。 

  まず、観光のほうですけれども、2020年の東京

オリンピック・パラリンピックというものは日本

国内においてもかなり重要なイベントでありま

すし、国が推し進めています地方創生というもの

においても、やはりそこの2020年という年度を目

指しているものが多々あると私自身も認識をし

ております。そういった中において、地方創生の

ほうでインバウンド観光を全国各自治体が特色

がある取り組みとしながらもある一定の方向性

が余り差異がないような状況で打ち出していら

っしゃるわけですけれども、こういった中におい

て本県においては35市町村の全てにおいて温泉

があるという、全国47都道府県の中で唯一と言え

る温泉が多い県であるということを例えばＰＲ

の具材にしていくとか、あとは先ほど部長から御

答弁があった小野川温泉の旅館のほうで先駆的

に取り組みをされているという事例もあります

けれども、そういったところでの例えば冬のかま

くら村にも、歩行が困難な方であったりとか目の

見えない方であったりとか、さまざま障がいを持

っている方々が行けるような対応をとっていく

ような方向性というのは私自身は非常に重要だ

と思っておりますし、そういったところを2020年

のオリンピック・パラリンピックの誘致活動とリ

ンクをさせながら進めていくことによって、新た

な気づきであったりとか、新たな人々の交流であ

ったりというふうなことにつながってくるので

はないかと思いまして、今回質問をさせていただ

いたところでございます。 

  そういった中において、先ほど県のほうで障が

いのある方々が利用できるマップの情報がある

ということでしたが、本市における観光地であっ

たりとか宿泊地というものに関しての情報はあ

る程度押さえられるとは思うんですけれども、例
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えば民間の飲食店だったりとか、お土産屋さんで

あったりとか、そういったところの情報というも

のまでは恐らく網羅されていないのではないか

なと私自身は認識しております。今現状、観光に

回られる方々が何を情報の媒体として回られる

かというと、旅行の雑誌等々も多少はあると思い

ますが、実はＳＮＳを使った例えばフェイスブッ

クであったりとか、インスタグラムでの写真であ

ったりとか、そういったものを行きたいと思える

最初の取っかかりとして感じられるというふう

な状況は多くあると思います。そういったものの

情報の媒体を駆使して情報発信をしていくとい

うことも、今後の観光推進の上では非常に重要で

あると私自身は思っているわけですけれども、そ

ういったところまでの取り組みを、今現状として

も観光推進のほうで多少されていると思います

が、そういったユニバーサルデザインというふう

なものを取り込んだ中での観光推進を、こちらの

ほうとリンクをさせながら進めていくようなお

考えが今現状としてあるのかどうかお知らせい

ただければと思います。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 今議員御指摘のとおりであり

まして、米沢市のウエブサイトで紹介しているの

はまさに温泉旅館、ホテル等の情報でありまして、

民間が運営をしておりますいわゆる飲食店等に

ついてはなかなか集約できていないというのが

正直なところであります。 

  先ほど壇上でも答弁をしましたが、あるボラン

ティアグループさんが任意で調べられたものが

あって、ＷＥＢで閲覧することができますが、メ

ンテナンスという部分ではちょっと古い情報に

なっておりますので、やっぱりこういうものを一

元的に発信していけるような情報発信の仕方の

あり方は研究して、整備をしていく必要があるん

だと思います。 

  2020年を見据えてというふうな趣旨でありまし

たが、先ほど答弁の中で上山で開かれたバリアフ

リー観光推進山形大会のお話をしましたが、日本

バリアフリー観光推進機構の理事長さんをお迎

えして基調講演をされているわけです。要するに、

バリアフリーへの取り組みというのは選ばれる

観光地、それから選ばれる観光施設につながって

いくんだという動機づけ、そういう啓発が本市に

おいても必要だろうと思っています。 

  それともう一つは、これまた先ほど小野川温泉

の話をしましたが、一定の助成制度というのは国

も持っておりまして、中小企業庁の助成制度をお

使いになっているということもありますので、推

進していく上ではやっぱりそういった助成制度

を勉強して、これも一元的に情報提供できるよう

な仕掛けが必要だろうと思っています。 

  何よりも、まず行政自身がバリアフリーを推進

していくんだという姿勢を明確に持ちながら、地

元の温泉地でありますとかホテルでありますと

か観光施設等々とお話し合いをさせていただけ

ればなと考えております。 

○海老名 悟議長 小島一議員。 

○４番（小島 一議員） ぜひよろしくお願いいた

します。 

  このたび４月に施行されている差別解消法でも、

民間の事業者に対する罰則規定等々はないわけ

ではありますが、やはりそういったものが整備を

されてきますと、障がいを持たれている方々、さ

らにはその御家族の方々が、今までなかなか一歩

を踏み出せなかったところに、こういった法整備

がなされることによって、ちょっと行ってみよう

かという、背中を押してもらえるような制度では

ないかなと私自身は認識をしているわけです。そ

ういったときに、事業者側、受け手側になると思

いますが、そういったところが、それぞれ障がい

のある方というのは程度も違いますし、状況も違

いますし、範囲も違うと思うんです、そういった

こと一つ一つを電話対応であったり、もしくはネ

ットでの対応等々もあるかもしれませんけれど

も、それに時間を割くというのは、時間給といい
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ますか、非常に見合わないという状況もあると思

います。ただ、それを理由として障がい者受け入

れをしないということに今後なかなかなってい

けないということも現実としてあると思います。 

  例えばこれは一つ提案になるかもしれませんけ

れども、先ほどお話しした南陽市の市民団体の

「グラッティテュード」さんのほうで、山形県内

としては初のツアーセンターを６月に開設され

たということでお話を伺っております。上山市と

か天童市あたりは、行政体ではないですけれども、

温泉組合だったりとかというところがいわゆる

業務提携のような形で情報の相互交流をしなが

ら、観光客誘致というところに結びつけていると

いうふうなお話もお伺いしてまいりました。本市

においてそれをぜひしなさいということではあ

りませんけれども、そういったような取り組みも

県内においてもされているようでありますので、

ぜひそういったところの研究をしていただきま

して、インバウンドだけに限らず今後の観光推進

に努めていただければなと思っております。 

  学童のほうに行きますが、先ほど私壇上のほう

で申し上げましたが、まず改めて御認識をお伺い

したいと思いますが、昨年度子ども・子育て支援

法が改正されてから１年がたったわけでありま

すが、そういった中において市内の幾つかの施設

が、経営という表現が正しいのか正しくないのか

はあれですけれども、非常に行き詰まっている状

況にあるということを私自身もお伺いしてきま

した。先月には市の学童保育の連絡協議会が20周

年を迎えたということで、記念総会があり、その

席では中川市長も御祝辞を述べられておられま

したが、そういった連絡協議会のほうにもむしろ

入り切れない、要は協力金を支払うのも困難であ

るという施設が何カ所かあるとお伺いしており

ます。中には数百万円の持ち出しをして運営をせ

ざるを得ないというところがあるとお伺いして

おります。本市におけるその辺の状況を把握をし

ておられるのか、そしてそういったものに対する

対応策を今後具体的にどのようにとっていくの

か、改めてお伺いいたします。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 新制度になって、人員配

置なり面積とかいろいろな基準が定められたこ

とによって、いろいろ経営的な影響も出てきてい

るという話も聞いてございます。幾つかそういう

クラブ、特に利用者が少ないクラブとか、あるい

は経営的な問題をいろんな面で抱えているクラ

ブがあるということで、いろいろ御相談を受ける

ことも多くなってきております。今、市のほうで

はその実施状況も含めて各クラブにヒアリング

等を進めているところでございます。 

  経営的な資料の最終的にまとまったものを、ま

だ27年度分はもらっていないところなんですが、

補助事業の資料の中でいろいろ分析しますと、赤

字になる原因というのが、クラブによって違いは

ございますが、まず保育料の設定金額が非常に米

沢市の場合は安く設定しているところが多いと

いうのがあるようです。国が補助事業を設定する

に当たって、クラブの運営経費の半分は保育料に

よって賄われるべきという基本的な構想があり

ます。その金額等から比べますと、支出見込み額

に比べて20％程度というような、そもそも保育料

の設定等でそういう状況があるのが見られると

ころです。そのほか、国庫補助の対象外になって

いるような経費について、それぞれ利用者に負担

をいただくべきところというか、例えばおやつ代

とかがありますけれども、そういったところを徴

収しているところと徴収していないところ、それ

にかなり大きな負担をかけているところとか、そ

ういう状況も見られます。その他、クラブの経営

の感覚といいますか、これまで長く実施する中で

なかなか経営的な意識が十分でなかったという

ような状況なども見られるというところで、ある

程度赤字となる原因について今のところそのよ

うな分析をしているところでございます。今後そ

ういう経営の状況などもさらにヒアリング等も
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行いますので、そういう中で今後の対策なりを検

討していきたいと思っております。 

○海老名 悟議長 小島議員。 

○４番（小島 一議員） 今各施設を回られてヒア

リングをされている時期だとは思いますが、正直

申し上げて、本市の学童保育に要求、要望をする

書類等々もございますよね、こんな書類を出して

くださいというふうな、いわゆる事務的な書類に

なってくるかと思いますけれども、先日県の連絡

協議会の事務局の方にもお話をお聞きしました

が、山形県内において恐らく断トツで本市におけ

る事務作業の量が相当多いというお話をお聞き

してきました。中には会計士レベルの業務内容を

こなしている先生方もいらっしゃるということ

で、ただやはり学童保育というのは子供たちを預

かる場所でございますので、夕方子供たちが学校

から帰ってきて、親御さんが迎えに来るまでは子

供たちと触れ合う。じゃあその事務作業をいつす

るのかというと、料金形態に反映されない午前中

であったりとかに持ってこざるを得ないという

実情もあるわけでございます。こういったところ

の、恐らく認識はされていながらもなかなか国の

制度、県の制度等々を踏襲をして、本市の取り組

みをしていくということにおいてはそういった

ことはいたし方ないという認識なのかもしれま

せんけれども、ただ一方で県内のほかのところで

はそれぞれ独自の裁量権を利用して、県単を使う

のか国の補助金を使うのかでもそれぞれ制度が

違いますし、本市の取り組みとしてはこれが最善

だということで進められているかもしれません

けれども、事業主としてやられている方々はなか

なかそこに苦慮しているというのも実情のよう

でございます。そういったところの見直し等々も

しっかりヒアリングの際に、子供たちを何人預か

って、何時から何時まで開設をして、どういうふ

うな状況であるかというところの書面の裏に隠

れているようなことも、ぜひ聞き取りのほうで出

してもらって、改善のほうに動いてもらいたいと

私自身思うわけでありますが、そういったところ、

各施設を回ってヒアリング等々をされている状

況の中で、さまざまなお話をお聞きするような状

況というのは今までも、そして今後もあるのかど

うなのか、本市の対応を改めてお聞かせいただき

たいと思います。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 27年度から新制度という

ことでございますので、なかなか制度そのものが

理解されていない部分が結構各クラブであった

ようです。そういったこともありまして、最初の

年度は相当いろんな細かい点について聞き取り、

それから指導等もさせていただいてきた経緯が

ございます。そういったことで、提出資料が特に

多かったというお話でしたが、今回は必要な資料

として当然出していただくようにしたわけです

が、今後そういった制度も十分に周知になりまし

て、理解していただけた後は、それなりに必要な

いもの等も出てくれば、できる限り省略等もでき

るのではないかなと考えております。 

  今後、ヒアリング等もまだまだ制度の徹底が必

要な部分もあると担当のほうから聞いておりま

すので、そういったところを中心に行っていくこ

とになるかと思いますが、ただその際に各クラブ

でお困りのこととか、ふだん感じておられるよう

なこともいろいろをお聞きして、今後市のほうで

も事業を推進していくようにしたいと思ってお

ります。 

○海老名 悟議長 小島議員。 

○４番（小島 一議員） 残り時間もあれですので、

最後にぜひ市長にお伺いをしたいと思うわけで

すけれども、先ほど壇上でも申し上げました第三

者機関等々の設置、さらには公共施設等管理総合

計画や適正規模・適正配置、さまざま上位計画が

これから本市の中においても策定をされてくる

わけでございます。こういった中において、市長

もかねてより放課後児童クラブ、学童保育のほう

には非常に見識をお持ちでいらっしゃると私自
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身も認識をしているところでございますが、そう

いった市長のこれまでのさまざまな取り組みを

通して、今後の本市の学童クラブのあり方や方向

性を、今現在市長としてどのようなお考えをお持

ちなのかを最後にぜひお聞かせいただければと

思います。よろしくお願いします。 

○海老名 悟議長 中川市長。 

○中川 勝市長 学童保育クラブにつきましては、

私は公設民営ということを今までもずっと話を

してまいりました。そのような方向に向かって、

公設民営のあり方についてはいろんな手法が考

えられます。そういったことも含めて、今後学童

保育をどのように充実させていくかということ

につきましては、これは米沢市単独の部分もござ

いますが、国や県の方針もございます。そして、

先ほどの第三者的な機関でありますけれども、ま

ず私は一番第三者機関とはどういう内容でどう

いうふうに方向性を出してもらうかということ

もあるんでしょうけれども、一つはやっぱり私毎

回申し上げているんですけれども、今は大体小学

校区に１施設的なものを学童としては今日まで

そういう経過をたどってきた部分がありますけ

れども、しかしながら１校区に多施設といいます

か、取り組んでいる法人なりＮＰＯなりそういっ

た方々が複数おいでになると。そういったことで、

公設民営のあり方とか、また地域ごとの格差をな

くすような取り組みについても、調整をどこでど

う図っていくか。私はこの間の学童の連絡協議会

で、まず協議会としてしっかりと学童全体の方向

性を出してくださいということを会長にも申し

上げてきたわけであります。それは地域、地域に

よって、その施設、施設によって、成り立ちによ

って、全て本市の学童保育の施設は異なっており

ますので、一遍にそういったものを同じレベルで

諮問会議、第三者会議にかけられるのかかけられ

ないのかということも十分にやっていかないと、

と申しますのは、そのことによって今取り組んで

いる学童保育の施設がむしろ大変になってくる

ということも考えられなくもないわけでありま

すから、そこは私は今の学童クラブの体制を尊重

しつつ、どうやったら充実していくか、そして先

ほど来申し上げておりますように、１校区に多組

織の学童があるということについて、しっかりと

連携がとれるようなシステムづくりというもの

を考えていかないと、逆に私はマイナスになって

くる部分も出てくるのはまずいなと、このように

思っております。 

○海老名 悟議長 以上で４番小島一議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

  再開は午後３時20分といたします。 

 

午後 ３時１０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ３時１９分 開  議 

 

○海老名 悟議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  この際、お諮りいたします。 

  本日の会議が定刻の午後４時までに終了しない

場合、会議時間を日程終了まで延長することにし

たいと思いますが、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○海老名 悟議長 御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議を日程終了まで延長するこ

とに決まりました。 

  次に進みます。 

  一つ、地域資源を資産とするために外１点、３

番島貫宏幸議員。 

  〔３番島貫宏幸議員登壇〕（拍手） 

○３番（島貫宏幸議員） 初日最後の質問を務めさ

せていただきます明誠会の島貫宏幸です。 

  議員としての活動も２年目に入りましたが、自

分に課せられた議員としての職責、責任を全うで

きるよう、初心を忘れることなく活動してまいり



- 59 - 

たいと思っております。 

  質問に入る前に、４月14日に発生しました熊本

地震で犠牲となられた方々の御冥福をお祈りす

るとともに、被災された皆様に心よりお見舞いを

申し上げたいと思います。 

  それでは、質問に入りたいと思います。 

  １つ目は、地域資源を資産とするための活用に

ついてお伺いいたします。 

  本市は、吾妻連峰に代表されるように山々に囲

まれ、豊かな森林資源にも恵まれており、そこか

ら流れる川が田畑を潤し、いにしえよりその自然

に寄り添って、現代に通じる歴史や文化が醸成さ

れ、さらには歴史的価値のある寺社や建造物、ま

たは温泉や風景が時を超えて保護されてまいり

ました。地域資源が活用されることで、さまざま

な製品やサービスといった経済価値が生まれ、地

域を活性化していく、そしてその製品やサービス

が地名と結びつくことで、米沢牛や米沢織に代表

されるようなブランドが構築されてきたのでは

ないでしょうか。 

  今年度から新たにスタートした米沢市まちづく

り総合計画にかかわる具体的事業として、米沢ブ

ランド戦略事業をお示しいただいておりますが、

地域資源の活用次第では地域社会の未来を左右

することもありますので、どのように地域振興や

経済活動に結びつけていくのかを改めてお伺い

いたします。 

  次に、地域社会は３つの大きな課題を抱えてい

ると思います。１つは、地域経営の中心的役割が

ある行政が、財政悪化により公共のあり方を再検

討しなければならないこと。２つ目は、公共サー

ビスの受益者である市民の生活が、公共サービス

の縮小やコミュニティーの弱体化から、暮らしに

くくなっていること。３つ目は、地域経済が疲弊

し、市民の雇用の場が縮小し、自治体の税収を引

き下げていることが挙げられると思います。 

  しかし、幅の広い人材資源の活用は、働き手を

確保するだけでなく、文化や生きがいといった市

民生活への社会効果を生むことができるのでは

ないでしょうか。また、地域資源の活用プロセス

を通じて郷土愛が育まれ、より多くの市民と事業

者がかかわることで、経済活動だけでなく市民活

動に発展していくことも予想されます。地域の担

い手が少なくなってきている今、地元に残ってい

ただくための方策はあるのか、また残りたい、戻

って生活を送りたいと思っている方々への具体

的な施策をどのように進めているのかを、人材資

源の活用の観点からお伺いいたします。 

  次に、中小企業地域資源活用促進法に関する本

市の取り組みについてお伺いいたします。 

  この法律は、各地域の強みである農林水産品、

鉱工業品とその生産技術、観光資源からなる地域

資源を活用して、新商品の開発等の事業を行う中

小企業を支援するために、平成19年６月29日に施

行されました。 

  これは、まず県が地域産業資源の認定を行い、

中小企業等が地域資源を活用して行う事業計画

を策定、県を通じて国に申請し、国から認定を受

けることで、専門家によるアドバイスなどのほか、

試作品開発や販路開拓に対する補助金、中小企業

信用保険法の特例や政府系金融機関による低利

融資などの支援を受けることができます。 

  また、地域資源をてこに地方創生を実現するた

めに地域資源法が改正され、これにより市町村が

旗振り役となって、実情に精通した関係者と連携

しながら、ふるさとの名物を応援しようとする

「ふるさと名物応援宣言」などがあります。こち

らも国による優遇措置を受けることができます

が、本市には米沢市雇用創造推進協議会があり、

中川市長初め各界を代表する方々が参画されて

おります。主体事業は、本市独自のものも含め、

いい意味で類似するところが多く、関係性が極め

て高いと感じておりますが、その関係性と中小企

業地域資源活用促進法に関しての本市の取り組

みについてお伺いいたします。 

  次に、大項目２つ目の自然災害に備える取り組
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みについてお伺いいたします。 

  本市は災害が少ないと言われておりますが、今

期の積雪も記録的少雪であったことは記憶に新

しいところであります。 

  しかし、昨年は６月23日の午後３時30分ごろ、

川西町中央部から米沢市北部を中心に風雨を伴

った降ひょうがあり、一部の農作物に被害が発生

しました。大豆や枝豆、ナス、小菊等が被害に遭

い、被害額も2,175万3,000円に上りました。９月

９日には、豪雨により羽黒川流域に洪水氾濫警戒

情報が発表され、国道13号線が一時通行どめにな

ったほか、奥羽本線、山形新幹線が運転見合わせ

になるなど、交通機関に影響が出ました。 

  13日に東北地方も梅雨入りが発表されましたが、

ことしの長期予報では2010年、平成22年以来の猛

暑が予想されており、世界でもアメリカでは例年

より竜巻の発生が多く、中国でも竜巻や洪水によ

る被害が発生するなど、地球規模で自然災害が発

生しております。こうしたことから、本市におい

ても自然災害にいつ見舞われるかもしれないと

いう危機感を平時から持たなくてはいけません。 

  熊本地震が発生してから、きのうでちょうど２

カ月がたちました。つい先日も震度５弱の強い余

震が観測されるなど、いまだに収束が見えない状

況にあります。注目すべきは、今回の地震は断層

がずれることで発生しました。14日の前震は日奈

久断層帯と布田川断層帯がぶつかるところで起

きております。この前震で押さえが外れてしまい、

一気に２つの断層帯が動き出したと考えられて

おります。２回目の震度７を観測した16日以降は、

熊本地方、阿蘇地方、大分県の３つの地域で同時

多発に地震が起こることで、断層に沿って広域的

な被害となってしまいました。 

  ここで、質問に入らせていただきます。 

  本市でも以前から長井盆地西縁断層帯が発生源

の地震予測がされており、かねてより予想震度を

想定したマップの配付や、減災に関する啓蒙活動

を行ってこられていますが、このたびの活断層が

震源となった熊本地震などをどのように分析を

されているのかをお尋ねいたします。 

  また、５月29日に新聞紙面で長井西縁断層帯上、

あるいは極めて近い場所に立地する本市の公共

施設が公表されましたが、断層の近くにお住まい

の方々初め、多くの市民が不安を感じたのではな

いでしょうか。今回の公表を踏まえて、市として

どのように捉えているのか、何らかの対応がなさ

れたのか、お伺いいたします。 

  次に、米沢市地域防災計画についてお尋ねいた

します。 

  阪神淡路大震災や東日本大震災を教訓に、業務

継続計画を含めた防災計画の策定が急務となり、

市議会での指摘等もあって、平成25年３月15日に

米沢市地域防災計画が策定されたと認識をして

おります。これは442ページにも及ぶもので、多

岐にわたる災害への対応が細かに記載されてお

りました。今回の熊本地震で、新たな教訓を得る

に至りましたが、本市の地域防災計画の再検討や

見直しはあるのかをお尋ねいたします。 

  また、地域防災計画の中で、「自主防災組織等

の育成と強化、連携による地域コミュニティーの

防災体制の充実を図る」とありますが、消防署及

び消防団も含め、有事の際の連携をどのように図

っていくのかをお尋ねいたします。 

  さらには、現在建てかえの検討が進められてい

る市庁舎や病院を含め、公共施設への今後の対応

やあり方についてどのような検討をされている

のかもあわせてお尋ねをし、壇上からの質問とさ

せていただきます。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

  〔山口昇一産業部長登壇〕 

○山口昇一産業部長 私からは、「地域資源を資産

とするために」の地域資源の活用について、農林

政策の視点からまずお答えいたします。 

  ただいま議員がおっしゃいましたとおり、本市

は清らかな水、美しい緑など、豊かな自然に恵ま

れており、水、バイオマスといった再生可能エネ



- 61 - 

ルギーの資源が豊富に存在しております。 

  昨年策定いたしました米沢市農業振興計画の中

にもありますとおり、新エネルギーの活用の推進

ということで、太陽光、小水力、バイオマスなど

を中心に、再生可能エネルギーの利用方法につい

て検討することといたしております。具体的には、

小水力発電による電力の園芸施設等への利用検

討を進めたいと考えておりまして、飯豊町松原地

区の先進事例を参考としながら、検討していきた

いと考えております。 

  また、北海道では家畜ふん尿の適正な処理対策

として、畜産バイオガスプラントの建設が増加し

ているとお聞きしております。畜産振興を図る上

では、適正なふん尿処理や臭気対策が課題となっ

ております。これにつきましても、先進事例を参

考にしながら、資源循環型農業の確立を図るため、

今後本市においても施設設置の可能性について

検討してまいりたいと考えております。 

  さらに、本市には市の総面積の７割を超える森

林があり、戦後植林された人工林が資源として利

用可能な時期を迎える一方で、木材価格の低迷な

どの影響により、山に魅力がなくなり、手入れの

されない森林がふえ、森林の境界も不明確となり、

正しく引き継がれなくなってきている状況にあ

ります。 

  こうした状況の中、市内で新たに木質バイオマ

ス発電所が操業することが決定し、このことによ

り地球温暖化防止や資源の再利用という環境面

だけにとどまらず、木材の伐採から運搬など、多

くの雇用を生み出すことが期待されております。

また、今まで丸太の集材・運搬コストがかかるた

めに、林内に放置されていた未利用材が燃料とし

て価値を持つことで、森林所有者にも収益として

還元され、森林の整備にもつながり、厳しい状況

が続く林業や木材産業の活性化が期待されてお

ります。 

  次に、人材資源の活用について、まず商工政策

の視点からお答えをさせていただきます。 

  少子高齢化に伴う人口減少が進む中で、本市に

おける労働力人口も減少傾向にあります。具体的

には、国勢調査によりますと本市における15歳か

ら64歳までの生産年齢人口は、平成２年には６万

3,215人であったものに対して、平成22年には５

万4,346人と、20年間で9,000人近くの減少となっ

ており、この傾向は現在も続いております。とり

わけ年少人口の減少が急速に進んでいることを

踏まえれば、今後さらに労働力の減少が深刻化す

るものと見込まれております。 

  労働力人口の確保・定着は、産業部門のみなら

ず地域全体の活力にかかわる課題であり、残りた

い、戻りたいという希望がある方にしっかりと米

沢に定着してもらえるようなまちにしていかな

ければなりません。このためには、まずは雇用の

場をつくることが重要であり、大学等で学んだ知

識や、これまで勤めた企業等で培った技能等を生

かせる職場を市内につくっていくことが必要で

あります。このため、山形大学等と連携をして、

有機エレクトロニクスの研究開発と、関連する企

業の誘致に取り組んでいるほか、自動車産業や医

療等の成長産業分野等の企業や、先端技術を持っ

た企業等、多様な魅力ある就業環境を構築できる

よう、企業誘致に力を入れて取り組んでいるとこ

ろであります。 

  また、地元のすぐれた企業が事業拡大により成

長し、優秀な人材を受け入れていただけるよう、

新商品の開発の支援や、新たな販路の開拓に対し

ても支援を行いながら、地域産業の振興を図って

いるところであります。 

  また一方で、地元の高校や大学等を卒業した若

者をいかに地元に定着させるかという視点も重

要であり、こうしたことから本市では地域の学生

の地元定着と、大都市圏へ転出した若者を呼び戻

すことを目的に、平成26年度より「米沢地域人材

確保・定着促進事業」に継続的に取り組んでおり

ます。この事業では、地元の企業の情報が学生や

保護者に十分に届いていないことから、就職先を
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探す際の選択肢になっていないなどの現状を踏

まえて、市内学生や保護者を対象とした企業見学

会、座談会等を開催するほか、進学等で首都圏に

転出した若者をターゲットとした東京での就職

相談会の開催や、ウエブサイトによる求人情報シ

ステムの構築など、地域の企業とその魅力を知っ

ていただくための多面的な取り組みを展開して

いるところであります。 

  このほか、市内で創業を目指す方については、

創業支援計画の認定を受けて補助制度の活用や、

市内の支援事業者との連携を強化するなど、創業

支援策を一層強化しております。 

  一方、農業分野につきましても、後継者不足等

により担い手が不足している現状があります。本

市では、青年就農給付金や研修の受け入れなど、

新規就農者に対しての各種支援策を展開してお

ります。さらに、平成24年度から引き続き「人・

農地プラン」を推進しながら、地域の担い手の確

認と確保について話し合いを進めております。 

  そのほか、関連して地域農業経営の受け皿とな

るべく、あわせて生産性の向上を進めるため、集

落営農と法人化の支援も行っており、こうした法

人化や法人の規模拡大が進むことで、雇用の創出

が見込まれ、農業経験のないＵターンを含む新規

就農者の受け入れを期待しているところであり

ます。 

  ほかにも、現在若手農業者間のネットワークの

構築を検討しており、情報共有や交流の場として

活用していくことで、就農初期段階の農業経営の

不安を払拭できるようなコミュニティーを構築

していきたいと考えております。 

  若者が希望を持って楽しい農業に取り組むため

に、施策の展開を図ってまいりたいと考えており

ます。 

  次に、中小企業地域資源活用促進法に関する本

市の取り組みについて、とりわけ雇用創造推進協

議会が行っている事業との関連性についてお答

えさせていただきます。 

  中小企業地域資源活用促進法は、地域資源を活

用した中小企業の事業活動を促進し、地域活性化

を図るため、平成19年に制定された法律であり、

昨年、地域資源を活用したふるさと名物をてこに

地域活性化を図るため、市町村が「ふるさと名物

応援宣言」をするなど、地域ぐるみの取り組みを

促進するとともに、小売りやネット業者等との連

携、体験型観光への支援を追加し、消費者嗜好に

合った商品開発、販路開拓等を促進するよう、一

部が改正されております。 

  この法律に基づく地域産業資源活用事業は、中

小企業者が都道府県が指定する地域の特産物を

活用した商品やサービスなどを開発する事業計

画を策定し、国の認定を受ければ経済産業省の事

業費補助や、日本政策金融公庫の低利融資等の支

援が受けられるというものであります。 

  東北地域では、昨年10月までに120件の事業が採

択されており、本市においては牛肉、木工芸品、

小野川温泉といった地域資源を活用した３件の

事業が認定を受けております。今年度も１件申請

を予定させていただいております。 

  また、「ふるさと名物応援宣言」につきまして

は、全国で56の市町村が宣言を行っており、県内

では鶴岡市と白鷹町が宣言を行っておりますが、

本市のようにさまざまな地域資源を有する地域

にあっては、多くの地域資源の中から１つに特化

していく必要がありますので、取り組みが難しい

制度となっております。 

  本市といたしましては、今年度、地方創生加速

化交付金を活用して、地域資源を活用した米沢ブ

ランド戦略事業に取り組むこととしているとこ

ろでありますので、まずはこの事業によってブラ

ンド戦略を構築し、地域資源を十分に活用できる

体制を整え、「ふるさと名物応援宣言」に結びつ

けられる物語がその中からつくれるかどうか、検

討してまいりたいと考えております。 

  一方、平成26年度から今年度までの３年間の事

業期間で行っております実践型地域雇用創造事
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業につきましては、各地域の実情に応じ、創意工

夫や発想を生かした効果的な雇用対策の実施を

支援することにより、地域の雇用拡大を目的とす

るものであり、各地域の地域雇用創造推進協議会

が厚生労働省から事業を受託して行っておりま

す。 

  本市の実践型地域雇用創造事業では、「米沢の

地域資源活用による産業活性化と雇用拡大プロ

ジェクト」として採択を受けまして、実際に米沢

ならではの食資源を生かした新たな加工品メニ

ューを開発しており、これまでに三五八とウコギ

を使ったディップソースやアイスモナカ、米沢鯉

の魚醤油、酒粕酵母パンなどの新メニューを開発

しております。 

  実践型雇用創造事業は、事業者みずからが地域

資源を活用した商品やサービスを開発し、販路の

拡大を図るというものではなくて、協議会と事業

者等が共同開発したレシピを公開し、市内の食品

加工業者や飲食店等が活用して、販路拡大につな

げていくというスタイルになっております。 

  ただいま申し上げましたように、中小企業庁と

厚生労働省によるそれぞれ両事業は、目的や実施

主体等の点で違いはありますが、地域資源を生か

した地域活性化という視点では共通するもので

ありますので、これらの事業を初め、国や県によ

る多様な支援メニューを今後とも効果的に活用

することによって、地域資源を資産として経済活

性化につなげてまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

  〔須佐達朗総務部長登壇〕 

○須佐達朗総務部長 私からは、２項目めの自然災

害に備える取り組みについてお答えいたします。 

  議員も壇上からお述べになりましたが、４月に

発生しました熊本地震については、内陸の活断層

で発生した比較的深度の浅い直下型の地震であ

りまして、観測史上初めて震度７を二度観測する

など、内陸直下型地震の恐ろしさを改めて知らさ

れたところであります。 

  山形県内では、平成９年度から平成13年度にか

けまして、主要な４つの活断層が調査されており

ます。そのうち、長井盆地西縁断層帯の一部とし

て米沢市内でも調査されております。 

  山形県は、活断層を震源とする熊本地震を受け

まして、県民と情報を共有して、防災意識の向上

を図る考えから、県内の４つの主要な活断層上に

立地しております県関連施設６施設を公表いた

しました。 

  米沢市といたしましても、県の公表を受けまし

て、市内の状況を把握するため、活断層上に立地

している市の所有施設について調査を行ったと

ころでございます。 

  国土地理院が作成しました都市圏活断層図上に

施設の位置を落としまして、活断層上の片側50メ

ートルずつの幅で調査対象区域といたします。そ

して、現地を歩きながら、地表の変異を目で確認

したところであります。既に報道されているとお

り、緑ヶ丘保育園、広幡小学校、広幡コミュニテ

ィセンターの３施設を確認したところでありま

す。 

  これら３施設につきましては、施設を所管する

課から施設の職員に対して調査結果の報告を行

いまして、情報を共有しているところであります。 

  ３施設のうち、緑ヶ丘保育園と広幡小学校につ

きましては耐震工事が終了しているところであ

ります。ただ、広幡コミュニティセンターにつき

ましては耐震診断が未実施であります。 

  広幡コミュニティセンターにつきましては、建

築年数が古く、耐震診断が未実施であることから、

地震の際の避難所としては使用しないというこ

とで考えております。 

  このたびの熊本地震の被害状況、それから応急

対応につきましては、避難者の確保、物資輸送の

確保の面など、多くの課題が出てきております。

専門家による検証が進めば、国の防災対策の変更

が考えられることから、本市としても詳しい状況
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を分析しながら、本市の災害対応に反映していか

なければならないと考えているところでありま

す。 

  次に、本市の地域防災計画でありますが、これ

まで阪神淡路大震災、続く東日本大震災、この２

つの大震災を受けまして、その都度大きな見直し

をしてきたところであります。 

  特に震災対策につきましては、長井盆地西縁断

層帯によります地震被害を想定した計画であり、

災害予防、震災応急、震災復旧・復興に分けまし

て計画を策定しているところであります。活断層

による地震を想定した計画内容であることから、

専門家による熊本地震に関する本格的な検証結

果が今後示されれば、それに基づく見直しは当然

必要だと考えているところであります。 

  自主防災組織との連携についてでありますが、

大規模災害におきましては地域における自主防

災組織の力はなくてはならないものであります。

この重要性というのは、これまでの災害において

も証明されているところであります。 

  一方、消防団につきましても、地域の消防活動

にとって重要なものでありますし、自主防災組織

のメンバーが消防団員ということも当然ござい

ます。そういったことから、自主防災組織との連

携というのは十分考えられるものでございます。

中でも、自助につきましては非常に重要なことで

ありますが、次に共助、自主防災組織あるいは消

防団活動、こういったものの支えがあってこそ万

全な対応ができるものと思っているところでご

ざいます。 

  それから、行政やコミュニティセンターとの連

携の中で災害時の対応について、これはさまざま

な役割が出てくるものであります。災害時におき

ましては、防災計画を具体的に運用するためのマ

ニュアルを作成し、これに基づくふだんからの訓

練が有効であります。避難所運用マニュアルなど、

既に作成済みのものもありますが、今後も作成を

進めてまいりたいと思っております。 

  さきに述べましたように、熊本地震では史上初

めて震度７を二度観測したわけですが、同様の震

災において建物が耐え得るためには、現行の耐震

基準より５割増しの強度が必要になることが、京

都大学の研究グループの分析でわかったようで

ございます。 

  今後の公共施設の耐震化でありますが、今後さ

らに検証が進めば、現在の耐震基準の見直しが検

討されることもあるかと思われます。公共施設の

あり方についても変わることは十分考えられる

ところであります。 

  国の防災に対する新たな方針が決まるには、ち

ょっと時間が必要になると思っております。そこ

で、今できることといたしましては、災害に対す

る正しい知識を持って備えておくことが被害を

減らすことであると思っております。したがいま

して、これまでどおり出前講座等で市民への災害

に対する心構えを醸成しまして、日ごろからの予

防対策に努めていただき、被害を少しでも減らす

よう準備を進めていくことが大切だと考えてい

るところでございます。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 島貫議員。 

○３番（島貫宏幸議員） 御答弁ありがとうござい

ました。 

  私は、地域資源というのは磨けば資産になる、

価値が上がると前から思っておりまして、ふだん

から目にしているものでまだまだ未利用の資源

というのはたくさんあるのかなという観点から

御質問をさせていただいたところです。 

  地域資源といっても多岐にわたる部分がたくさ

んありまして、どこをどういうふうに利用してい

けばいいのかというのは昔からいろいろ議論は

されてきたと思うんですが、時代が変わるととも

にいろいろ手法や市民ニーズなどが変わってき

て、産業の中でも加工技術が変わってきたりとか、

そういう部分もたくさんあるかと思います。先日

テレビでちょっと見たんですが、天童木工さんあ
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たりでは杉材は今まで加工木材として合板とし

て使えなかったものを、熱で圧縮することによっ

て傷がつきにくい加工をして、接着剤で張りつけ

て、バタフライスツールのようなああいう形に加

工できる技術を最近になって開発したというの

を見たわけなんですが、そういう産業の振興につ

いては民間の努力もあると思うんですが、行政が

そういう方針を出して、先ほどありましたように

米沢市の地域ブランドの総合戦略などでどんど

んそうしたものを発掘し、世の中に送り出してい

くんだということを積極的にやっていかなけれ

ばならないと私自身も思っているところです。 

  それで、森林資源は山だけでなくて河川敷にも

たくさん存在するということで、以前にも話が出

ていた案件だと思うんですが、本市の河川内の樹

木などもたくさん多く確認されております。水害

などを想定した場合に、流木となって川をせきと

め、洪水の原因になったり橋が壊れたりというこ

とになると思うんですが、現在ではそうしたもの

は支障木という取り扱いになっているようです。

河川ですから、管理は県のほうになるかと思うん

ですが、こうしたものを何とか資源として利用で

きないかということで、利活用型の支障木伐採を

計画的に行っているようです。ただ、こうしたこ

とを行政でやるとなると費用が増すということ

で、計画してもなかなか前に進みにくい状況にあ

ると思います。そうしたことから、今では公募型

で支障木の伐採の依頼を県のほうでもやってお

りますし、ほかの自治体も県とかと一緒に組みな

がら、市民への支障木の伐採の呼びかけ、並びに

切っていただいたものを無償で提供するという

活動が少しずつふえてまいっているように思っ

ております。本市でも、これから大雨が降った場

合には河川の氾濫がそうした支障木によって引

き起こされる、想定以上の大被害に遭うかもしれ

ないという観点から考えると、地域資源の一部で

ありながら大変危険をはらんでいると思ってい

ますので、そうした支障木の伐採について本市に

おいても積極的に推進すべきものだと感じてい

るところです。例えばまきストーブで燃やしても

らうと、そういう方に無償提供、あるいは先ほど

部長がおっしゃられたバイオマス発電用の燃料

材としての利活用も含めて考えられると思うん

ですが、現在そのような観点から市としてはどの

ようにお考えなのかお尋ねいたします。 

○海老名 悟議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 河川内の支障木を利用した活

用ですけれども、ただいま議員お話しになったと

おり、主に支障木、立木等伐採が必要な河川は県

管理となっております。そして、その河川支障木

の除去の促進と有効利用を図っていくために、県

では区間を指定して伐採希望者を募集する、いわ

ゆる公募型支障木伐採事業に取り組んでおりま

す。そのような事業がありますので、まずもって

市のほうはそういった事業をＰＲして、有効利用

を図っていきたいと思います。 

  また、御提案の市のほうですけれども、管理し

ている河川としては中小河川が主なもので、有効

利用できるような支障木の大きさとかがなかな

かないんですけれども、改めて御提案を聞きなが

ら、河川管理のほうでも考えてみたいと思います。 

○海老名 悟議長 島貫議員。 

○３番（島貫宏幸議員） 私の地区の中に誕生川と

いうのが流れていまして、年に１回、流域に住む

方々が出て、支障木も含めた草刈りをやらせてい

ただいています。おかげさまで樹木は大きくなら

ずに小さいままということなんですが、県の管轄

の河川となると、一般の人が「あの木を使ったら

何か燃料になるし、いいな」というふうに思えて

も、なかなか手続上取っかかりにくい部分がある

と思います。そうしたことについても、もう少し

ワンクッション入れていただきながら、ＰＲをこ

れからしていただけるということであれば、なお

さらそういうことが詳しく伝わるように、いろん

な方面の方々にお伝えいただきたいなと思って

おります。これはもったいないので、ぜひ有効活
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用していくべきだと思いますので、どうぞよろし

くお願いしたいと思います。 

  先ほど山口部長からもありましたが、人材資源

の活用ということの中で、選択肢というのはいっ

ぱいあったほうが選びやすい、そこに残って何か

仕事をしたいといったときに、自分で業を起こし

て積極的に何かをやろうと思う以前に、どこかお

勤めをしたい、そういう希望があるのにその希望

する職がないということが、どうしてもやっぱり

田舎、地方には多く見受けられている状況だと思

います。こうしたことを考えると、どうしてもや

っぱり中央に出ていってしまう。戻りたいけれど

も戻れない、戻ってどういう仕事についたらいい

か、なかなか悩ましいところもあって、先日の議

会報告会の中でも企業の誘致なり、新しい産業の

部分でも誘致をしていただきながら、地元の企業

さんにも頑張っていただきながら、働き口を何と

か確保していただきたいという切実な思いをお

聞きしたところです。そうした支援策をこれから

充実させていくためにも、いろんな検討をもう既

にされているとは思うんですが、これからもます

ます積極的に推進していただきたいと思ってお

ります。 

  次ですけれども、先ほどバイナリ―発電やバイ

オマス発電のお話がありましたけれども、水窪ダ

ムでも小水力発電がスタートしております。再生

可能エネルギーの利用がどんどん進んできてい

るわけですけれども、先ほど話をしようかなと思

ったらぜひ検討してやっていきたいということ

だったんですが、米沢というのは水稲が基幹農作

物であることから、昔から水路がきれいに整備を

されて、延長も随分長いわけです。農業用水路網

が発達して、県内の小水力発電の導入のポテンシ

ャルというのを計算した情報があったんですが、

大規模な火力発電ほどのエネルギーが発生する

ということで、県全体を合わせると75万キロワッ

トぐらいの潜在量があるそうです。 

  ことしの３月から４月にかけて、先ほどお話が

ありました山形大学の東北創生研究所が実施主

体となって、飯豊町の松原地区で実証実験が既に

始まっております。この発電機というのはチェコ

製で、２キロワットを発電して、地中に埋めたプ

レートを温めることによって、冬でもいろんな作

物を育てられる可能性があるということで、今実

証実験が進められております。昨年の一般質問の

中でも水力発電について触れさせていただきま

したが、今回こうした具体的な動きもあるもので

すから、ぜひ市としても積極的に取り組んで、実

証実験をやって、結果をつくって、そういうもの

に関心を持ってもらえる農業者さんにぜひその

技術を提供していく、そうした流れをつくってい

ただきたいなと思っております。飯豊町でつくっ

ている作物は大葉でありまして、実は売り先も既

に決まっているということで、宮城県内のしそみ

そをつくる会社さんとの取引も既に模索が始ま

っておりまして、つくったものは全部どんどん送

ってほしいという話になっているようです。そう

したことから、こういうニーズを掘り下げて、市

としての特産物だったりブランド品になるよう

な形にぜひ持っていければなという思いであり

ます。先ほど御答弁で、ぜひ推進して実証実験を

やっていきたいということだったので、楽しみに

していますので、ぜひよろしくお願いしたいと思

います。 

  次ですが、人材活用の中で、シニア世代の中で

はまだまだ元気に仕事をやりたいという方がた

くさんいらっしゃいます。実は今回道の駅もそう

ですけれども、遺跡の発掘に関してぜひやりたい

ということで御相談がありまして、御紹介をさせ

ていただいた方がいらっしゃるわけなんですが、

そういう形で少しでも働きたい、収入を得たいと

いう方がシニア世代の中にもいらっしゃいます。 

  そうした意味でも、地域課題に限らずなんです

が、細かい、なかなか業者さんに発注しにくいよ

うな公共事業的なものがあれば、地域からのニー

ズに合わせてそういうものを小さな公共事業と
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いう扱いの中で取り組んでいけないのかなとい

うふうなことであります。昨年だったと思うんで

すが、我妻議員からもちょっと似たような質問が

あったかと思うんですが、例えば道路に穴ぼこが

あいたとか、木の橋の端っこがちょっと欠けてい

るので張りかえたいとか、そうしたものも含めて

小さな公共事業ということで、ニーズに合わせて

こちらが応えていく、そして実際に仕事をするこ

とでやりがいにつながっていくと思うんですね。

そうしたことを今後考えていけるものかどうか、

ぜひお聞かせいただきたいと思います。 

○海老名 悟議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 御提案の件ですけれども、本

格的な補修とかそういったことはなかなか難し

いかと思いますけれども、御提案のような事業と

してただいま御紹介ありました市道における草

刈り作業等の小規模作業を、平成20年から地域住

民団体のほうに業務委託しております。その中で、

草刈りとか、あるいは防護柵の撤去・再設置など

の軽作業を中心にして今やっていただいている

ところです。現在、市内の５団体と契約させてい

ただいております。そういったこともありまして、

地域の課題としてただいまお話ありました穴ぼ

ことか、簡単な補修作業など、そういった委託の

中でカバーできないかということを、今受託して

いただいている地域団体の方や、あるいは我々道

路検分とか、各地区に道路整備懇談会などの会議

もありますので、そういった機会を通じながら、

今の委託内容に簡易補修等も加えられないか、相

談しながら検討してまいりたいと思います。 

○海老名 悟議長 島貫議員。 

○３番（島貫宏幸議員） 地域の要請があってから、

コミセンあたりで大体まとめて、市のほうにお願

いをして、そこから業者に連絡が行ってとなると

なかなか時間もかかるし、大きい仕事であればい

いんですけれども、なかなか頼みにくい小さなも

のというのは、そうした今話をしたような形をと

っていただくことで割とスムーズに解決するの

かなと思っております。それぞれの地域の中には

技術を持った方というのはたくさんいらっしゃ

いますので、そうした方の活躍をする場にもなろ

うかと思いますので、ぜひこれからも推進してい

ただきたいと思っております。 

  続きまして、中小企業地域資源活用促進法に関

する本市の取り組みについてであります。以前か

ら中川市長も地域ブランドを強化して打って出

たいと、そういうものを、付加価値の高いものを

つくって、どんどん頑張っていきたいという意思

表示をしていただいておりますが、持続的な地域

経済の活性化につながると私も思っております。

先ほど来ありますけれども、2020年の東京オリン

ピック・パラリンピックに向けて、これは絶好の

機会だと私捉えておりますけれども、そういう目

標設定とか、本市が今目指しているところでそう

した観点を持ちながら進められているものがも

しおありであればお伺いしたいと思います。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 ブランド戦略化事業について

今ありましたので、少しスケジュール感といいま

すか、そういうものをお話ししたいと思います。 

  今回のブランド化については、何度か御質問に

お答えをしてきたわけでありますが、従来型の要

するに米沢名産のものを認定をしながら販路拡

大に結びつけていくという視点ではなくて、マー

ケットに、要するに消費者ニーズを探りながら、

売れる商品をつくって生み出していくというふ

うな流れでやっていきたいと思っております。今

年度は、市全体のブランド戦略の方向性をつくる

ための協議会を立ち上げまして、米沢市の統一で

きるブランドイメージをつくりながら進めてい

きたいと思っておりますが、例えばその中で先行

プロジェクトとして食を起点にしたモデル事業

を展開してまいります。これは農産物食品を中心

にしていくわけでありますが、組み立ての仕方と

しては首都圏からバイヤーを招聘して、要するに

売れる商品とはいかがなものかということで、米
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沢の事業者からの商品を品定めをしていただき

ながら、さらにブラッシュアップをかけて、実際

に首都圏で販売をしてみて、その上で商標登録ま

でこぎつけるというふうな流れで考えてござい

ます。こうした取り組みを工業サイドの部分は米

沢織の米沢での一貫生産での一つのブランドを

つくり上げるというもの、それから有機ＥＬ照明

の販路拡大をしていきたいという部分と、観光事

業としては台湾を中心にしたインバウンドとし

て、求められる観光地になるためのブラッシュア

ップをしていこうということで進めてまいりま

す。来年度末ぐらいには、こうしたブランド商品

を売っていくための地域総合商社を立ち上げて

いきたいと考えております。なかなか立ち上げか

ら自活できるところまで行くにはまたそこから

数年かかるわけでありますが、要するに売れるも

のを開発して、売れたものから一定の収益を得な

がら事業展開していけるような、そういう事業推

進主体を立ち上げていきたいと考えております。 

○海老名 悟議長 島貫議員。 

○３番（島貫宏幸議員） 先ほどブラッシュアップ

ということでしたが、この事業、やっと始まった

ばかりということで、むちゃ振りの質問で大変失

礼したんですが、すごく気になっていました。こ

れからどういう形でこの米沢を売り込んでいく

のかということが、今市民の皆さん、そして御商

売をされている事業者の皆さんも大変関心が高

い部分だと思います。そうした方たちの商売の活

動の支えとなるような施策というのが必ず必要

なわけで、そうしたことを一生懸命やることによ

って必ず実ってくると私も信じておりますので、

ぜひこれからも頑張って進めていっていただき

たいなということを思ったわけです。 

  今、日本食ブームとかとも言われておりまして、

香港とか中東なんかでは日本食が随分もてはや

されているようです。そうした本市においての特

産品、日本食のみならず工業品なんかも含めて、

そうしたところに一緒に打って出る、県と一緒に

やっていく、例えば国でやるものについて一緒に

まざってそういうところに一生懸命セールスし

ていくということもこれから考えられると思う

んですが、そうしたことを今後どのように取り組

んでいかれるのか、改めてお聞きしたいと思うん

ですけれども、いかがでしょうか。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 2020年を意識しながら、どう

いうふうに事業の方向性を持っていくんだとい

う御質問だと思います。御指摘のように、国策と

しての方向性があって、それに県としての独自の

施策があって、市町村はどうするんだという話に

なるわけでありますが、参加できるものについて

はぜひ積極的に前向きに取り組んでいきたいと

思っております。 

  それから、もう一つの新しい事業の、ブランド

化とつながるわけでありますが、米沢の食と農を

使った景勝地観光事業につなげていけるような

一つのプログラムもございまして、これも今農林

課サイドのほうで勉強しております。機会があり

ますれば、「食と農の景勝地」の地域指定を受け

られるような申請プログラムをつくっていきた

いと考えておりますので、これもまた2020年を意

識したプログラムの一つでありますので、前向き

に取り組んでいきたいと思っています。 

○海老名 悟議長 島貫議員。 

○３番（島貫宏幸議員） そうしたインバウンドも

見据えて、農林課と一緒にやるんだというふうな

ことでありましたが、私は英語ができませんので、

そのときにはちゃんと対応できるように、少しい

ろいろ勉強していきたいなと思ったところです。 

  それでは、時間も大分過ぎてきましたので、次

に移ります。 

  今回の熊本地震におきましては、熊本県警の発

表によりますと49名の方がお亡くなりになり、19

名の方が関連死というふうに言われております。

熊本・大分両県の被害額が、住宅やインフラを合

わせて最大で４兆6,000億円程度と言われている
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ようです。震度７の地震が２回観測され、余震も

続いてということで、住宅の倒壊が心配なことか

ら避難生活を送る人々が、行政が予想しているは

るか上の数字ということで、一時18万人が避難さ

れていたということで、大変な被害だったわけで

す。２カ月たった今でも、6,400名の方々が避難

生活、あるいはきのうから始まりました仮設住宅

に入っておられるというふうなことを見ますと、

本市でも同じようなことがもし起きた場合どう

やって対応していくんだろうと本当に心配にな

ったところであります。 

  先ほども言いましたけれども、断層帯２つが、

１つが動いて２つが連動して動いてということ

で広域的な被害になったわけなんですけれども、

長井の西縁断層帯の延長線上には先ほど御指摘

があった山形盆地の断層帯もあります。地図で見

ると、延長線上にあるということで、今回の地震

のケースとちょっと近いものがあるんじゃない

かなと思っております。そうした場合の被害想定

というのはまた変わってくるのかなというふう

なこともありますので、今回の地震と類似点があ

るという観点と、市民の安心・安全をそうした部

分においてどうやって担保していくのかという

ことを、もう一度、済みません、お願いできれば

と思います。 

○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 今回の大地震、震度７が２回

ということですので、想定していなかった地震の

ようであります。これについては、今後、壇上で

も述べましたが、国の防災計画の見直しなんかに

反映されるのではないかとは思っています。 

  同時に、大地震が起きる可能性として県内でも

断層帯上の建物の公表がなされ、米沢市でもそれ

を公表してございます。公表したことで、断層上

に建物があるということをまずしっかり認識を

していただくと。住民の皆様にも、その近辺に自

分たちがお住まいになっているということを確

認していただいて、今後はさまざまな見直し等が

あるかと思いますので、私たちもその情報伝達に

は速やかに対応していきたいと思いますので、そ

ういった変化が起きたならばすかさずお知らせ

いたしますので、当面のところは現状認識という

ことで、まずは御理解いただきたいと思っている

ところでございます。 

○海老名 悟議長 島貫議員。 

○３番（島貫宏幸議員） 体の不自由な方や、そう

した方々が利用している施設、そして病院、あと

八幡原に工業団地があって、たくさんの方がお勤

めされています。昼起こるのか夜起こるのかでは

被害の想定ががらりと変わってくるんだなと容

易にイメージできるわけなんですが、そうしたあ

らゆることをやっぱり想定したものでなければ、

防災計画としてなかなか難しい部分が多分ある

と思うんですけれども、認知していただいていて

もいざというときにはとっさに頭が回るか手が

回るかということを考えると、本当に難しい選択

を迫られると思います。市の行政もそうですけれ

ども、消防団員の方、そして自主防災組織の皆さ

ん、そして消防署の皆さんが必死になって頑張ら

なければいけないということがないことを祈る

わけです。 

  以前、市の大切な情報をバックアップをきちん

と今やっているよということで、例えば住民基本

台帳なりそうした基本的な重要データについて、

バックアップがされているということをお聞き

したんですが、こうしたいざというときにすぐに

使える状況なのかどうなのかをいま一度お伺い

したいなと思うんですけれども、いかがでしょう

か。 

○海老名 悟議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 住民記録、いわゆる住所、

氏名、年齢、家族構成とか住民票のもとになるデ

ータでありますが、あとは税情報であります。一

番の基本的な情報だと思うんですが、そちらにつ

きましては、市内でありますが外部のほうにサー

バーを持ってデータを保管しております。そして、
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そのバックアップを役所内に置いていると。そし

て媒体にも記録しておりますので、三重で保管は

しております。いざという場合には、当然その大

丈夫なデータから引き出すことはすぐ可能であ

ります。あとはいかにマンパワーでそのデータを

きちんと整理して、職員が活用していけるかとい

うところが重要になるのではないかと考えてお

ります。 

○海老名 悟議長 島貫議員。 

○３番（島貫宏幸議員） 三重のバックアップとい

うことで、大変心強いなと思いました。いざとい

うときには、当然のことながら行政側の皆さんも

被災される、なかなか思うように活動ができない、

初動がおくれるということもあると思うんです

けれども、まずはそうした大切なデータがなけれ

ば通常の業務に戻るにもなかなか戻れないとい

うこともありますので、しっかりとした管理をし

ておられるということで、安心したところです。 

  最後に、時間なのでもう１点なんですが、米沢

市地域防災計画は先ほど言いましたように442ペ

ージにもわたるもので、細かく分かれています。

ただ、これを活用するためには、自主防災組織の

皆さんにもそうなんですが、大変ボリュームが大

き過ぎてしまっていて、どれを取り出してという

ふうな、たしか１冊にとじられているやつだと思

うんですけれども、そういうものを活用するため

に少し細分化してみてはいかがかなと思います

が、最後にその１点だけを聞いて、質問を終わり

たいと思います。 

○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 確かに赤いファイルにとじら

れていまして、後半は資料編でありますけれども、

膨大な内容になっています。それをわかりやすく、

配付については今のところ考えておりませんが、

少なくともホームページにわかりやすく掲示す

るようなことで検討させていただきたいと思い

ます。 

○海老名 悟議長 以上で３番島貫宏幸議員の一般

質問を終了いたします。 

 

 

 

  散    会 

 

○海老名 悟議長 以上をもちまして本日の日程は

終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

  午後 ４時２０分 散  会 

 


